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第 1 章 本調査研究の概要 

 

1.1 本調査研究の目的 

 我が国における交通事故発生件数は平成 17 年から減少傾向であり、この 10 年（平成 13 年～22 年）

で 23％減少しているものの、生活道路として想定される車道幅員 5.5m 未満の道路における交通事故

発生件数は 10年で８％の減少にとどまり、全体に占める割合は平成 22 年で 25％となっていることか

ら、今後、更なる交通事故の減少を図るためには生活道路対策の一層の推進が必要である。 

 海外では生活道路対策を個別の道路の区間に実施するのではなく、道路網を面的に捉えて実施する

ゾーン対策が有効とされ、市街地を中心としてその普及が進んでいる。我が国においてもゾーン対策

を推進しているものの、全国的に普及しているとは言えない状況であり、また、ゾーン対策を実施し

ている場合でもドライバーがゾーンを認識していないことやゾーン内に高速で走行可能な道路がある

こと等により、ゾーン内での自動車の速度抑制効果が十分ではない場合も見受けられる。 

このような現状を打開し、全国的にゾーン対策を普及させるためには、現状では確立されていない

効果的なゾーン対策の具体的な方法論を確立させることが必要である。 

本調査研究では生活道路対策としてゾーン対策を更に推進し、更なる交通事故の減少を図ることを

目的として、より効果的なゾーン対策を検討するものである。 

 

1.2 用語の整理 

1.2.1 生活道路 

本調査研究における「生活道路」は、「主として地域住民の日常生活に利用される道路で、自動車の

通行よりも歩行者・自転車の安全確保が優先されるべき道路」とする。 

 

1.2.2 生活道路対策 

 本調査研究における「生活道路対策」は、「生活道路における歩行者・自転車の安全確保を図るため

の交通規制、道路整備等による対策」とする。 

 

1.2.3 ゾーン規制 

 車両の走行速度の上限については、道路交通法第 22条で「車両は、道路標識等によりその最高速度

が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度を

こえる速度で進行してはならない。」と規定されており、また、道路標識等を設置して実施する最高速

度規制は区間を指定して実施するだけではなく、区域を指定して実施することもできることとされて

いる。 

本調査研究における「ゾーン規制」は、「生活道路対策として実施する区域を指定した最高速度規制」

とする。 

 

1.2.4 ゾーン内道路 

 本調査研究における「ゾーン内道路」は、「ゾーン規制が実施されている区域内の道路」とする。 
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1.2.5 ゾーン対策 

 本調査研究においての「ゾーン対策」は「ゾーン内道路における生活道路対策」とする。 

 

1.3 本調査研究の前提 

1.3.1 本調査研究におけるゾーン対策 

 本調査研究におけるゾーン対策の定義は 1.2.5 のとおりであるが、生活道路対策としてのゾーン対

策といった場合、最高速度規制を実施する場合と実施しない場合があるが、本調査研究においては、

最高速度規制を実施する場合について検討を進める。 

 

1.3.2 ゾーンを設定する上での視点 

 ゾーン対策の実施に当たっては、都市全体、市街地全体といった広域的な視点に立ち、全体の道路

網から自動車の広域的な移動が優先される道路、自動車の通行よりも歩行者・自転車の安全が優先さ

れる道路等、それぞれの道路の役割を考えた上で広域的な視点に立ってゾーンを設定することが必要

である。 

  

1.3.3 ゾーン内道路の基本的考え方 

ゾーン 30などの海外のゾーン対策においては、ゾーン内道路では基本的に通過交通を排除するとい

う考え方に基づいてゾーンを設定している。ゾーン内道路は自動車の通行よりも歩行者・自転車の安

全確保が優先される道路であるため、できるだけ通過交通が少ない方が望ましい。そのために、入口

にゾーン規制標識を設置してドライバーに注意喚起を行うほか、ゾーン入口の交差点の路面や幅員等

を工夫したり、ゾーン内の速度抑制を行うことなどにより、ゾーン内を通行しづらくする対策を講ず

るものとする。ゾーン内道路は、あくまで歩行者・自転車の通行が最優先であり、自動車がゾーン内

を通行する場合は低速で、かつ、歩行者・自転車の通行を妨害しないよう細心の注意を払う必要があ

るというメッセージがドライバーに明確に伝わるような対策を検討する。とりわけ、ゾーン内の児童

の通行が多い通学路等の特に歩行者・自転車の安全を確保するために自動車の通過交通を排除する必

要がある道路については個別に通行止め規制を実施することとする。 

 なお、ゾーン内道路の通過交通抑制を目的とした幹線系の道路における円滑化対策は重要であり、

ゾーン対策を実施する場合はこのような対策を併せて実施することが望ましい。 

 

1.4 本調査研究の検討事項 

 本調査研究は、より効果的なゾーン対策を検討し、ゾーン対策実施要領(案)の作成を念頭に調査研

究を進めることとし、日本及び海外における生活道路対策の事例や既存の研究結果、アンケートの実

施結果等を踏まえ、ゾーンの設定条件、ゾーン入口の明示手法、ゾーン内道路における生活道路対策

等について検討を行う。 
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第 2 章 生活道路の現状 

 

2.1 交通事故発生状況 

2.1.1 全体の傾向 

 

平成 22 年中の交通事故死者数は、4,863 人で 10 年連続の減少となり、交通事故発生件数及び負傷者数

も６年連続で減少し、負傷者数は 16 年振りに 90万人以下となった。 
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注１ 昭和 34 年までは、軽微な被害事故（８日未満の負傷、２万円以下の物的損害）は含まない。 

               ２ 昭和 40 年までの件数は、物損事故を含む。 

               ３ 昭和 46 年までは、沖縄県を含まない。 

図 2.1-1 交通事故発生状況の推移 

 

状態別死傷者数の推移をみると、平成 22 年中の死者については歩行中のものが最も多い。さらに、死

者に占める歩行中死者数の割合を経年的にみると増加傾向にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-2 状態別死傷者数の割合(平成 22 年) 
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図 2.1-3 状態別交通事故

図 2.1-3 死者数の推移 
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平成 22 年中の年齢層別交通事故死者数は、65 歳以上の高齢者が占める割合が半数を超え、さらに高齢

者について状態別死者数をみると、歩行中が半数を占める。 
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  図 2.1-4 年齢層別交通事故死者数(平成 22 年） 

 

 

 

 

状態別 30 日以内死者数を欧米諸国と比較すると、我が国においては歩行中の死亡事故の割合が際立っ

て高いことが分かる。 
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図 2.1-6 状態別 30 日以内死者数の欧米諸国との比較 

 

 

 

図 2.1-5 高齢者の状態別交通 

図 2.1-5 事故死者数(平成 22 年)
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2.1.2 車道幅員 5.5m 未満の道路における交通事故発生状況 

  

交通事故発生件数は全体的に減少傾向にあるものの（13 年から 22 年までに 23％減少）、車道幅員 5.5m

未満の道路における交通事故発生件数については顕著な減少はみられず（同８％減少）、全交通事故に

占める割合は増加している(平成 13 年 21%から平成 22 年 25%に増加)。 
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図 2.1-7 全交通事故発生件数及び車道幅員 5.5m 未満の道路における交通事故発生件数の推移 

 

 

道路形状別の交通事故件数をみると、車道幅員 5.5m 未満の道路における交通事故の約７割が交差点で

発生しており、特に信号機のない交差点の交通事故が半数以上を占める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（5.5m 未満）                     （5.5m 以上） 

図 2.1-8 幅員別道路形状別事故件数の割合(平成 22 年） 
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事故類型別の交通事故件数をみると、車道幅員 5.5m 以上の道路では出会い頭衝突事故が約２割を占め

るのに対して、車道幅員 5.5m 未満の道路では約半数を占める。 
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図 2.1-9 幅員別事故類型別事故件数の割合(平成 22 年） 

 

 

 

 

法令違反別の交通事故件数をみると、車道幅員 5.5m 未満の道路においては安全不確認や一時不停止に

よるものの割合が高い。 
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（5.5m 未満）                 （5.5m 以上） 

                                

図 2.1-10 幅員別法令違反別事故件数の割合(平成 22 年) 
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状態別の交通事故死傷者数をみると、車道幅員 5.5m 未満の道路においては、自転車乗用中と歩行者の

両者で約４割を占める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（5.5m 未満）                  （5.5m 以上） 

                       

図 2.1-11 幅員別状態別死傷者数の割合(平成 22 年) 

                     

 

 

 

歩行者・自転車利用者の自宅からの距離別死者数の割合をみると、自宅から 500m 以内の場所で最も

多く発生している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-12 歩行者・自転車利用者の自宅からの距離別死者数の割合(平成 22 年) 

 

 

 

 

2,000m以内

12%

調査不能等　1%

2,000m超

22%

1,000m以内

16%

500m以内
49%

歩行者・自転車利用者の死者数合計：2,371人

自動車
48.9%

自動二輪
5.0%

原付
10.1%

自転車
27.2%

歩行者
8.8%

その他
0.0%

その他

0.1%

歩行者
6.8%

自転車
13.9%

原付

6.9%

自動二輪

5.7%
自動車
66.7%
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2.2 生活道路に対する国民意識 

歩行者・自転車利用者、およびドライバー双方の視点から、生活道路を危険と感じているか、ゾー

ン対策は必要であるかなどについてアンケートを実施した。 

※アンケートの実施要領、調査結果等については本報告書 49 ページ以降を参照 

 

歩行者・自転車利用者では 70％、ドライバーでは 91％の人が生活道路で危険を感じたことがあり、ド

ライバーでは運転頻度が高いほど、その傾向が大きい。 

 

n=1,585 n=1,575

n=690 n=983

n=194 n=192

n=248 n=237

n=42 n=49

n=162 n=114

n=249 n=0

④ 月 に １ ～ ２ 回 程

⑤ ほ と んど運 転 し な い

⑥ 免 許 を保 有し ていない

歩行者・自転車利用者

合 計

① ほ ぼ 毎 日

② 週 に ３ ～ ４ 回 程

③ 週 に １ ～ ２ 回 程

ドライバー

64%

70%

71%

69%

72%

71%

70%

0%25%50%75%100%

73%

88%

89%

88%

94%

91%

0% 25% 50% 75% 100%
 

図 2.2-1 生活道路における危険認知についてのアンケート結果 

 

 

 

歩行者・自転車利用者では 82％、ドライバーでは 87％の人がゾーン対策の更なる推進が必要と回答し、

生活道路で危険を感じたことがある人の方がその割合は多い。 

 

n=1,585 n=1,572

n=1,104 n=1,424

n=481 n=148

生活道路で危険を
感 じ た こ と が あ る

生活道路で危険を
感 じ た こ と が な い

歩行者・自転車利用者 ドライバー

合 計

65%

89%

82%

0%25%50%75%100%

89%

87%

70%

0% 25% 50% 75% 100%  

図 2.2-2 ゾーン対策推進の必要性についてのアンケート結果 
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ゾーン対策の必要があると回答した人の理由は、歩行者・自転車利用者、ドライバーとも「自動車の

速度が遅くなる」が最も多い。 

 

n=1,304 n=1,373

ドライバー

① 自 動 車 の速 度が
遅 く な る

② 自 動 車 の交 通量
が 減 る

③住民やドライバーの
安 全 意 識 が 高 ま る

歩行者・自転車利用者

④安心して 通行でき
る よ う に な る

⑤意識向上だけでは
不 十 分 だ と 思 う

⑥ そ の 他
（ 自 由 回 答 ）

3%

45%

44%

45%

29%

53%

0%25%50%75%100%

2%

45%

31%

47%

29%

49%

0% 25% 50% 75% 100%

人と車の棲み分け

が必要だから等

交通マナーが改善

されると思うから等

 

図 2.2-3 ゾーン対策推進が必要な理由についてのアンケート結果 

 

 

ゾーン対策の必要がないと回答した人の理由では、歩行者・自転車利用者、ドライバーとも「ドライ

バーが注意すれば十分」が最も多い。 

n=285 n=208

③ 整 備 し て も
効 果 は な い

④ 交 通 取 締 り を
す れ ば 十 分

⑤ 自 動 車 の通 行が
不 便 に な る

⑥ そ の 他
（ 自 由 回 答 ）

歩行者・自転車利用者 ドライバー

① ド ラ イ バ ー が
注 意 す れ ば 十 分

② 歩 行 者 等 が
注 意 す れ ば 十 分

7%

26%

20%

23%

44%

61%

0%25%50%75%100%

9%

18%

15%

28%

40%

63%

0% 25% 50% 75% 100%

結局規則を守らない

運転者が多いから等

交通安全の啓発で

十分だと思うから等

 

 

図 2.2-4 ゾーン対策推進が不必要な理由についてのアンケート結果 

※複数回答可 

※複数回答可 
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2.3 日本における生活道路対策 

2.3.1 スクール・ゾーン（昭和 47年～） 

こどもの安全を確保することを目的として昭和 47年に開始された。小学校の校区ごとに、こどもが

徒歩で通学できるおおむね半径 500m の範囲を目途として範囲を設定することとされている。歩道や路

側帯の設置を促進しつつ、一方通行、大型車通行禁止、一時停止、最高速度規制等の交通規制を実施

し、特に時間を限っての「歩行者専用」規制を強化することとされている。 

 

2.3.2 生活ゾーン（昭和 49年～） 

住宅地域、商店街、その他日常生活が営まれる地域の安全を確保することを目的として昭和 49年に

開始された。範囲はおおむね１k ㎡で設定することとなっている。路側帯の設置、通行止めや一時停

止等の交通規制の実施に加え、歩行者、自転車の安全を確保するために駐車禁止規制を強化すること

となっている。 

 

2.3.3 シルバー・ゾーン（昭和 63年～） 

 高齢者の安全を確保することを目的として昭和 63 年に開始された。高齢者の通行が多い一定の範囲

を設定し、生活ゾーンと同様の対策を実施することとなっている。 

 

2.3.4 コミュニティ・ゾーン（平成８年～） 

平成８年に「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」が改正され、

区域の始点、区域内、終点を示す補助標識が新設されるとともに、ゾーン

規制を行う場合には、道路標識に背板を設けてドライバーに明示すること

が可能となった。従来、「市内全域」等の行政区域等を境界に区域規制を実

施していたが、この改正により規制区域が行政区域等に当てはまらない場

合であっても、任意の範囲を指定して区域規制を行うことが可能となった。 

(「市内全域」の交通規制は現在も一部で実施されている。) 

この改正に合わせ、コミュニティ・ゾーン対策が平成８年に開始され、

原則として最高速度 30km/h のゾーン規制を実施するとともに、道路標識は

背板を設けたものを設置することとしている。 

対象地区の設定条件等は以下のとおり。 

○対象地区 

住宅地域、商店街など日常生活が営まれる地域で、比較的交通量が多く、交通事故特に歩行者・自転

車関連の事故が多発し、又は快適な生活環境が著しく侵害され若しくは将来これら障害の発生のおそ

れがあり、早急に対策を講ずる必要のある地区。 

○設定範囲 

日常生活圏や小学校区等、設定する範囲が地区としてまとまりがあることを基本とし、概ね 25ha～50ha

の範囲。 

○速度規制 

原則として、最高速度 30km/h のゾーン規制を実施すること。 

出典：警察庁通達，コミュニティ・ゾーン対策の推進について，1996 

 

図 2.3-1 
背板を用いた道路標識
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コミュティ・ゾーン対策は、警察と道路管理者が連携して交通規制と道路整備を組み合わせた対策

を推進するものであり、それぞれ以下のような対策を実施している。 

 

表 2.3-1 コミュニティ・ゾーンの内容 

ゾーンの明示方法 背板を設けた区域規制標識をゾーン境界に設置 

公安委員会 原則として最高速度 30km/h 区域規制を実施し、大型車の通行禁止、指定方向

外進行禁止、一方通行等を組み合わせて実施するほか、信号機の高度化、駐車

対策等も併せて実施 

道路管理者 車両速度を抑制する道路構造の採用(ハンプ、シケイン、狭さく等) 

 

 

 

 

 

 

図 2.3-2 コミュニティ・ゾーン 

 

 

 

 

 

 

 

 

コミュニティ道路     歩車共存道路  狭さく 

ハンプ    音響式信号機       ゾーンの出入口のゾーン規制 

とスムース歩道 
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2.3.5 あんしん歩行エリア（平成 15 年～） 

警察と道路管理者が連携して、歩行者・自転車利用者の安全な通行を確保するため、緊急に対策を

講じる必要がある住居系地区等において、面的かつ総合的な死傷事故抑止対策を実施するもので、 

○第 1次：死傷事故約２割抑止（歩行者・自転車事故については約３割抑止） 

○第 2次：歩行者・自転車死傷事故について約２割抑止  

を目標としており、 

○第 1次（平成 15年度）に 796 地区 

 ○第 2 次（平成 20 年度）に 582 地区 

をそれぞれ指定している。 

 

 

表 2.3-2 あんしん歩行エリアの内容 

選定基準 ・歩行者及び自転車利用者の安全な通行を確保するため緊急に対策が必要な住

居系地区又は商業系地区（おおむね１k㎡程度） 

・人口集中地区(DID 地区)であること  

・H16～H18 までの単位面積当たりの歩行者・自転車事故件数が 12.65 件／k ㎡

以上であること 

公安委員会の対策 速度規制、車両通行止め、規制標識の高輝度化・大型化、信号機の新設や高度

化、光ビーコンや交通情報板等による道路交通情報提供 

道路管理者対策 交差点の改良、歩道・通学路の整備、道路照明の設置、車両速度を抑制する道

路構造の採用(ハンプ、クランク、狭さく等) 、カラ－舗装や防護柵の設置など

による歩行空間創出等 

 

 

図 2.3-3 あんしん歩行エリア 
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2.3.6 交通規制基準の一部改正（平成 21 年 10 月） 

警察庁において、平成18年度から3箇年計画で調査研究が実施され、その調査研究結果等を踏まえ、

交通規制を実施する場合の標準を定める「交通規制基準」のうち、一般道路の最高速度規制に係る部

分が平成 21 年 10 月に改定された。従来の速度規制基準では 2 車線以上の道路を対象とした基準しか

なく、生活道路として想定される 1車線の基準がなかったところであるが、生活道路対策の推進を図

ることを目的として、生活道路の基準が新たに追加された。 

 

生活道路関係の抜粋 

 

第 32 最高速度（区域、自動車専用道路及び高速自動車国道を除く。） 

 

規制速度の決定方法  

生活道路における速度規制については、歩行者・車両の通行実態や交通事故の発生状況を勘案しつつ、

住民、地方公共団体、道路管理者などの意見を十分に踏まえて、速度を抑えるべき道路を選定し、こ

のような道路の最高速度は、30 キロメートル毎時を原則とする。 

なお、その場合には、関係機関との連携による物理的デバイスの設置を併せて検討した上で、実施す

ること。 

 

留意事項  

生活道路が集積して存在する場合は、区域を指定しての規制を検討すること。 

 

第 33 最高速度（区域） 

 

区域、道路の区間又は場所 

原則として、生活道路における交通事故抑止のためのゾーン対策を実施すべき区域とする。 

 

留意事項 

生活道路を対象とした区域を決定する際は、関係者（住民、自治体、道路管理者等）で協議・調整を

行うこと。 

 

道路標識 設置方法 

生活道路において区域の境界部に区域規制標識を設置する場合は、原則として背板を用いた区域規制

標識を左側の路端に設置するものとする。 

なお、ゲート性をもたせるため、ゾーン入口の右側の路端にも併せて設置することができるものとす

る。 

出典：警察庁通達，交通規制基準の一部改正，2009 
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2.4 海外における生活道路対策 

2.4.1 対策の経緯 

海外で行われている生活道路対策の経緯について整理した。 

ヨーロッパでは、交通静穏化が 1970 年代から流行した後、1980 年代になってゾーン 30 といった面

的な最高速度 30km/h 規制が広がった。 

 

オランダ ドイツ デンマーク フランス ベルギー スイス イギリス 日本

1976

77

78

79

1980

81

82

83

84

85

86

87

88

89

1990

91

92

93

94

95

96

97

98

99

2000

1976
*1

1976
*3 1977

*4
1978

1979
1979
*2

1984

1989

　30

Zone

1989

1990
　30

Zone

1988

　30

Zone

1989

1991
 

　30
区域

ここから

1995
 

1998

*5
2001 道路交通法を改訂。
Tempo30-Zone関連の修正あり

*6
2001 道路交通法を改訂。
Tempo30-Zone関連の修正あり

 

図 2.4-1 欧州各国と日本の地区交通管理のための法改正年報 

 

※青木英明，地区道路の交通管理と歩行者の空間整備，日本道路協会，道路 2004.7 をもとに作成 
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2.4.2 ブキャナン・レポート 

1963 年にイギリスで「都市の自動車交通」（Traffic in Towns）、

いわゆるブキャナン・レポートが出版された。ブキャナン・レポ

ートでは、都市の道路網を機能や役割によって段階的に構成させ、

その機能に応じた道路整備を図ることが基本理念となっている。 

ブキャナン・レポートでは以下のことが提言されている。 

・環境およびアクセスビリティの 2つの問題を解決するために、         

都市の内部を段階的に構成し、環境に対する配慮が自動車の動き

及び駐車に優先する地域（居住環境地域）を作る必要がある。 

・自動車交通が発達すれば、環境悪化がもたらされる。したがっ

て、居住地域では環境地域を設けて環境を守る必要がある。 

・大都市（特に、高密に開発された地域）では、自動車交通の増

加に対応することは困難であり、自動車交通を抑制することが現

実的な政策となる。 

 しかしながら、ブキャナン・レポートに示された考え方に対して、以下のような批判もある。 

・通過交通の排除のために、道路の遮断、一方通行等の手段が考えられているが、こうした手段をと

ると、環境地域内の住民も回り道を強いられ、燃料消費量、大気汚染が増加する。また、道路の遮断、

一方通行により、居住環境地域内へのアクセスが不便になる。 

・通過交通の受け皿となる道路が存在しない場合には適用が困難である。また、受け皿となる道路が

存在している場合でも、通過交通の転換によって幹線道路の環境が悪化する可能性がある。 

※図 2.4-2 は、八十島、井上 訳，都市と自動車交通，鹿島出版会，より抜粋 

 

2.4.3 ボンエルフ 

 1970 年代の初めにオランダでボンエルフ（「生活の庭」の意味）が生まれた。ボンエルフとは、 

・歩道と車道の区別をなくすことによって、歩行者と自動車を共存させ、安全性の向上と環境の改善

を図る。 

・自動車はゆっくりと歩く速度で走行し、歩行者に対して優先権をもたない。自動車の走行速度を低

下させるために、ハンプ、シケイン、狭さく等の物理的な抑制手段を用いる。 

ボンエルフの歩車共存の考え方は、従来の歩車分離の原則に代わるものであり、各国の道路交通政

策に大きな影響を与えた。ヨーロッパ各国でこの考え方がとり入れられただけではなく、我が国でも

コミュニティ道路が作られるようになった。しかし、ボンエルフには、歩道と車道の区別をなくすた

めの道路改修が必要な上、上質の舗装材料を用い、植栽を行うなどのために多額の費用がかかるとい

う問題もあった。 

 

 

 

 

 

図 2.4-3 ボンエルフ（オランダ） 

 

図 2.4-2  

道路の段階構成と居住環境地域
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2.4.4 ゾーン 30 

1980 年代には面的な速度抑制対策としてゾーン 30が広がりをみせ、走行速度を 30km/h 以下（イギ

リスでは 20mph 以下）に抑制することが目標とされた。最高速度規制に加え、ハンプ、シケイン、狭

さく等の物理的手段によって走行速度の抑制が行われることとなった。 

 ハンプ、シケイン、狭さく等による速度抑制対策は、ブキャナン・レポートで提案された遮断、一

方通行とは異なり、迂回距離が長くなり、アクセスが不便になるといった問題は生じないが、自動車

が走行する際の車体への衝撃を少なくする一方で、速度抑制効果の高い手段・形状を用いる必要があ

り、各国でさまざまな実験が行われた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.4-4 ゾーン 20（イギリス） 

 

効果的なゾーン対策を検討するため、以下では、主として海外で実施されているゾーン 30について、 

・ゾーンの設定方法（沿道環境、ゾーンの広さ等） 

・ゾーンの明示方法（ゾーン入口での標識等の設置等） 

の 2 点に着目して、整理する。 
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2.4.5 ゾーンの設定方法 

(1)オランダ 

ゾーン 30 は「住区内の事故の減少」「快適な住環境の保全」「安全で使いやすい公共スペースの確保」

を主たる目的として、最高速度 30km/h 規制を面的に展開するものと位置付けられている。1983 年の

「道路交通法（RVV）」改定の中でゾーン 30の位置づけがなされ、その後、ゾーン 30 運用方法につい

てのマニュアルが交通省によって刊行されている。このマニュアルによると、ゾーン設定の考え方は

概ね以下の通りとしている。 

 

30km/h 規制は全ての住宅地区に適用することができる。住宅地区とは通常、幹線道路あるいは局地分

散道路によって区画される住宅、学校、近隣商店で占められる地区である。対象となる住宅地区の位

置及び範囲は次の条件によって決定される。 

・日常品を買う店や学校等に徒歩や自転車で行ける範囲であること（子供やお年寄り等、交通弱者の

日常交通を安全に確保する） 

・主要バス停に徒歩で容易にアクセスできる範囲であること（公共交通機関の利便性に悪影響を与え

ない） 

・50km/h 規制の区域との接続部をできるだけ少なくすること（50km/h 規制のゾーンと混同しないよ

うに境界を明確にする） 

・補助幹線道路の交通量が 400 台/h 以下となるようなゾーンの大きさを設定すること（エリアを大き

くとると交通密度が高くなり、通過交通が多くなる） 

・配達の車や消防車、救急車等の進入に支障をきたさないこと 

周辺の幹線道路との関連にも留意し、ゾーン 30 を導入することにより、周辺の幹線道路の交通量が

どれくらい増加するか、あるいは幹線道路に囲まれた地区の住環境への影響等もゾーン設定の際に

は考慮すべきである。 

出典：オランダ交通省，the Manual for 30km/h measures，1983 

 

 

また、以下のような記述の文献もある。 

 

・ 住宅地域は「可能な限りの大きさであるべき（as large as possible）」であるとされており、それ

以上の具体的な規定はない。住宅地域の大きさは、道路ネットワークの構造や密度によって変わる。

地理的な特徴もその決定要因となる。そのため実際、ゾーン 30の大きさは 0.2ｋ㎡から 2ｋ㎡まで

と様々である。 

・ ゾーン 30 が 1ｋ㎡よりも大きい場合、周辺の通り抜け道路の交通量が増すなどの影響がでる。この

ことを考慮して我々は、ゾーン 30の大きさを 1ｋ㎡以内に制限することや、周辺の通り抜け道路の

横断を容易にする策を講じることを勧める。 

出典：SWOV， Zones 30:urban residential areas，2009 

 

 

 

 



 

 

- 18 -

(2)ドイツ 

ゾーン 30 の本格的実施に当たって、「道路交通規則（StVO）」及び「道路交通規則一般行政規則

（Vwv-StVO）」の改正が行われた（1990 年 1月 1日発効）。改正された「道路交通規則一般行政規則」

第 45条においては、ゾーン設定に関連するものとして、以下のような記述がある。 

 

・ この区域は、都市計画との調和が可能な限り認識できるものでなければならない。 

・ 区域の広さは、運転者が制限速度を理解でき納得のいく範囲に規定する。区域を通過してから遠く

とも 1,000m以内の距離に制限速度 50km/h以上の道路が通っていること。特殊な事情があるときは、

さらに広い区域も認めることができる。 

・ 区域内の道路は、全体の印象から低速走行をすぐに感じ取れる同種の特徴（例 道路幅、車線幅）

を有していなければならない。走行用の幅員は 6m以下でなければならない。それより幅員が広い

ときは、たとえば車線や直線を引いた駐車帯を設けて狭めることができる。区域内を通過する近隣

バス路線は通さない。これ以外に例外的にどうしても必要な場合には、幅員を 6.5m まで広げるこ

とができる。 

出典：ドイツ，道路交通規則一般行政規則第 45条，1990 

 

(3)イギリス 

ドイツやオランダのゾーン 30(km/h)を範として、ゾーン 20(mph)が国の補助事業として 1990 年に制

度化された（20mph Speed Limit Zones 1990）。特徴的な点は以下の通り。 

 

・ドイツなどのゾーン 30とは異なり、20マイル規制をかけるだけではゾーン 20とは認められず、何

らかの物理的デバイスが必要である。 

・標識はゾーン入口にあればよく、デバイスごとに設置する必要はない。 

・ゾーン内のすべての道路は、ゾーン境界から 1km 以内になければならない（このほかにゾーンの大

きさについての規定はない） 

出典：久保田尚，くらしを支える人と車のための道路，交通工学研究会，交通工学 Vol.29 No.1，1994 

 

 なお、近年には、ハンプ等の物理的デバイスがなくても面的な 20 マイル規制も導入可能となってお

り、ポーツマス、オックスフォード、ロンドンのイズリントン区などで導入されている。 
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(4)デンマーク 

1976 年デンマークの道路交通法の第 40項に定められた 2つのタイプの道路は、それぞれ「Rest and 

Play Areas」「Quiet Road Areas」と呼ばれる。 

・Rest and Play Areas･･･地先道路など交通機能よりも沿道住民の安らぎと遊びの「場」としての

機能を重視。オランダのボンネルフとほぼ同様の性格を持つ。 

・Quiet Road Areas･･･「場」としての機能を残しながら交通機能を優先する道路。我が国のコミュ

ニティ道路と似ている。 

 

表 2.4-1 「Quiet Road Areas」の規則等 

基本的な考え方 ・車の制限速度 30km/h 

・自動車と自転車は車道を共有 

・歩行者は歩道を利用 

地区の選定条件 ・主に狭い領域 

道路延長の上限 ・新市街地：500m 

・既成市街地：800m 

ピーク時交通の上限 ・新市街地：200 台/h 

・既成市街地：300 台/h 

沿道世帯数の上限 ・新市街地：400 世帯 

・既成市街地：600 世帯 

 

出典：久保田、青木、新谷，住区内道路の環境改善と交通抑制(2)面的交通抑制の試み， 

交通工学研究会，交通工学 Vol.22, No.4 1987 
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2.4.6 ゾーンの明示方法 

(1)オランダ 

・道路の左右に標識を設置している。 

・ハンプ等のデバイスを境界線に設置している。 

・生活道路入り口に加え、ゾーン境界に位置する幹線道路側も道路幅員を狭くしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.4-5 ゾーン 30 の境界部の幹線道路の幅員を狭くし、標識を設置した例 

 

出典：Institute of Transportation Engineers ITE，Traffic Calming in The Netherlands 

 

 

 

(2)ドイツ 

・ゾーン規制が開始される場所では、そのゾーンに入る十分手前 

でゾーンを認識できるような箇所に設置しなければならない。 

・ゾーン入口は道路の形状（ハンプ、進入路を蛇行させる、化粧 

舗装、幅員を狭くする）によって、認識できなければならない。 

 

出典：Maulbronn(マウルボロン市)HP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.4-6 ゾーン 30 の標識

図 2.4-7 ゾーン 30 の標識
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(3)イギリス 

・ゾーンの入口の道路両側に標識を一つずつ設置している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.4-8 ゾーン 20 の標識（イギリス） 

 

出典：Oxfordshire Country Council HP  

 

 

 

(4)フランス 

・ゾーン出入り口にはゾーン 30 と分かるように標識を設置している。 

・入口は舗装を工夫（ブロック舗装）するとともに路面標示も設置している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.4-9 ゾーン 30 の標識（フランス） 

 

出典：Association of the Users of the Bicycle HP 
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第 3 章 ゾーン対策実施要領の検討 

 

3.1 ゾーン規制を実施する場合の指定する最高速度 

 生活道路にゾーン規制を実施する場合の指定する最高速度（区間規制も同様）については、「自動車

と歩行者との衝突回避」「重大事故の発生回避」という 2つの視点から検討を行った。 

 

3.1.1 自動車と歩行者との衝突回避 

生活道路において交通事故を発生させないという観点から、自動車と歩行者との衝突を回避するた

めに適正な規制速度を検討した。 

自動車と歩行者等との距離が近くなることが想定される生活道路では、走行速度の増加とともに衝

突の危険性が高まると考えられる。図 3.1-1 は、急ブレーキ時の自動車の停止距離と走行速度の関係

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1-1 急ブレーキ時の停止距離と走行速度の関係 

 

出典）WHO，Speed management- A road safety manual for decisio n-makers and  

practitioners，2008 

 

下記文献によると、10m 以内の距離であれば歩行者が自動車に気づくという記述があり、歩行者の

飛び出し等の突発的な事象に対応できるようにするためには、自動車の走行速度は急ブレーキをかけ

てから 10m 以内で止まる速度で走行することが望ましい。走行速度が 28km/h の場合に停止距離は約

10m となることから、自動車と歩行者が衝突を回避するためには自動車の走行速度を約 30km/h 以下に

抑える必要がある。 

 

28km/h で走行すると停止距離は約 10m となり、15m はもとより、10m 手前に飛び出したとしても、衝

突速度は 0km/h となり、交通事故を回避あるいは軽微化することができることになる。なお、10m 以内

の距離では、歩行者が自動車の接近に気づくため、飛び出しの確率は極めて小さいと解釈できる。  

出典）Dokumente und Diskussion sbeitrage Schnffereihe Band 2,Steadt Koln  
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3.1.2 重大事故の回避 

仮に自動車と歩行者等が衝突した場合であっても、外的衝撃に対して無防備である歩行者等が重大

な傷害を負わないようにするという視点から、適正な規制速度を検討した。 

図 3.1-2 は自動車と歩行者が衝突した際の自動車の走行速度と歩行者が致命傷を負う確率との関係

を示したものであるが、自動車の走行速度が 30km/h を超えると歩行者が致命傷を負う確率が急激に高

まる結果となっていることから、歩行者等が重大な障害を負う確率を低減するためには、自動車の走

行速度を約 30km/h 以下に抑える必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1-2 衝突時の自動車の走行速度と歩行者が致命傷となる確率 

 

出典）WHO，Speed management- A road safety manual for decisio n-makers and  

practitioners，2008 

 

これら 2 つの視点を踏まえると、生活道路におけるゾーン規制の指定する最高速度（区間規制も同

様）は 30km/h 以下であることが望ましく、現在の生活道路における最高速規制の実施状況等を踏まえ、

指定する最高速度は原則 30km/h とする。 

ただし、すでに 20km/h 規制が実施されている道路、地域住民から強い要望がある道路、通行止め規

制を実施したいがやむを得ない事情により自動車の通行を制限できない道路等においては、個別の道

路交通環境の実態を踏まえ、20km/h 規制を実施することも考えられる。 
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3.2 ゾーン設定の考え方  

3.2.1 ゾーン内道路の交通環境  

 交通規制は一般的に道路を区間として捉え実施するものであるが、ゾーン規制は複数の道路を集合

体として面的に捉え、ゾーン内道路に一律の最高速度規制を実施するものであるから、ゾーン内道路

は同種の特徴があることが求められる。 

ゾーン内道路においては、ドライバーは 30km/h 以下で通行しなければならず、ドライバーの 30km/h

以下での通行が遵守されるようにするためには、ゾーン内道路は 

①同種の特徴を持っており、ドライバーが同一の道路交通環境であることが容易に認識できる 

②高速での走行ができない 

という 2 つの条件が必要である。 

 

3.2.2 ゾーン内道路の要件 

①の条件については、道路構造、沿道状況、交通状況等、同種の特徴を持っていることが考えられ

る。このうち、道路構造上の特徴は明確に定義することが可能であり、ドライバーにとっても容易に

認識できる。①、②の条件を満たす道路構造上の特徴として車線数が考えられる。 

表 3.2-1 は、2 車線道路において路側帯の設置・拡幅及び中央線の抹消を実施し、2 車線道路を 1

車線道路に改良した場合における対策前後の自動車平均速度の比較である。これら 7路線は道路構造

以外の特徴である沿道状況、交通状況等に変化がないため、対策前後の自動車平均速度を見ることで、

車線数（2車線と 1車線）が走行速度に与える影響がわかる。 

7 路線の平均を見ると、対策前の平均速度は 40km/h であったが、対策後には 5km/h 減少しており、

2 車線道路に比べ、1 車線道路は走行速度が低下することがわかる。 

なお、これら 7路線は対策前後とも一方通行規制が実施されていない道路である。 

このことから、ゾーン内道路は 1 車線道路を原則とする。 

 

表 3.2-1 中央線抹消・路側帯拡幅前後の平均速度の比較（愛知県警察資料） 

路線名 
対策前 

（中央線有り） 

対策後 

（中央線無し） 
速度差 

市道折戸梨子ノ木線 47km/h 33km/h -14km/h 

村道古政新政線 45km/h 40km/h -5km/h 

市道春日東郷線 46km/h 42km/h -4km/h 

市道高横須賀駅北 9号線 20km/h 15km/h -5km/h 

市道 2338 号線 40km/h 34km/h -6km/h 

市道 2-100 号線 41km/h 39km/h -3km/h 

市道旧豊田一色線 42km/h 42km/h 0km/h 

７路線の平均速度 40km/h 35km/h -5km/h 
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3.2.3 ゾーン境界の要件 

 ゾーン内道路とゾーン境界道路とでは、道路交通環境が明確に変わったことをドライバーが容易に

認識できることが必要である。 

 ゾーン内道路は全て 1車線道路を原則とすることから、ゾーン境界は 2車線以上の道路を原則とす

る。 

ただし、田畑から住宅密集地など沿道状況が明らかに変わる場合は 1車線道路をゾーン境界道路と

しても差し支えない。また、2 車線道路を境界とするとゾーンが広大になり過ぎる場合には、例えば

歩道が設置されている 1車線道路をゾーン境界道路することも考えられる。 

 

3.3 ゾーンの設定手順 

3.3.1 ブロックの選定 

 まず、市区町村等の行政区画やＤＩＤ（人口集中地区）等により、都市部、市街地等を選定する。  

次に、明確なまとまりがある範囲を設定するために、幹線道路、河川、鉄道等の物理的な境界を選

定し、これらに囲まれた範囲をブロックとする。 

 本調査研究での幹線道路は、4 車線以上の道路又は 2 車線道路のうち自動車の広域的な移動を主目

的とした道路（一般国道、都道府県道等が考えられる）とする。 

 

3.3.2 ブロック内の検討 

 3.3.1 で選定したブロックごとに検討を行う。 

まず、ブロック内道路の 1 車線道路のうち、主として地域住民の日常生活に利用される道路で、自

動車の通行よりも歩行者・自転車の安全確保が優先されるべき道路を生活道路として選定する。 

次に 2車線道路のうち、歩行者、自転車、自動車等の通行実態や道路状況を勘案し、自動車の走行

速度を抑制して歩行者・自転車の安全を特に確保すべき道路については、路側帯の拡幅等により中央

線を抹消して 1車線道路に改良することを前提として生活道路として選定する。 

 最後に、選定した生活道路が集積している区域を 3.2 ゾーンの設定の考え方に従ってゾーンとする。 
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3.4 対策の実施 

 ゾーン内道路は自動車の通行よりも歩行者・自転車の安全確保が優先される道路であり、ゾーン規

制の実施とともに、ゾーン内道路の交通の状況等に応じて、ゾーン規制以外の交通規制とハンプや狭

さく等の整備による道路整備等を適切に組み合わせることが必要である。 

  ① 歩行者が安全に通行できる環境を整える対策 

  ② 自動車の走行速度を実際に抑制する対策 

  ③ ドライバーに注意喚起する対策 

また、ゾーン内道路のうち、特に歩行者・自転車の安全を確保すべき道路等においては 

  ④ 通過交通を抑制（制限）する対策 

が必要である。 

 生活道路が集積していないためゾーン規制を実施しない区域の生活道路については、区間を指定し

て最高速度規制を実施するなどの対策を行う。 

  

3.4.1 対策メニュー 

 生活道路対策として、以下のような対策メニューが考えられる。 

 なお、メニューの選定に当たっては、交通事故発生状況、自動車の走行速度等の交通状況、地域住

民の意見等を踏まえ、警察、道路管理者、自治体、地域住民等が一体となって検討し、決定すること

が特に重要である。 

 

■最高速度規制 

車両の走行速度の上限を指定する交通規制で、車両の走行速度抑制を図るために実施する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区域の始まり         区域内         区域の終わり 

規制標識「最高速度(323)」

30

30

区域
ここから

30

区域内
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■歩行者用道路 

 車両の通行を禁止して歩行者専用とする交通規制で、特に歩行者の安全確保を図る必要がある場合

に実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■一方通行 

指定した方向以外への車両の通行を禁止する交通規制で、通過交通の抑制等を図るために実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■指定方向外進行禁止 

交差点において車両が進行できる方向を矢印で示し、それ以外の方向への進行を禁止する交通規制

で、交差点における交通事故の防止、通過交通の抑制を図るために実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規制標識「歩行者専用(325 の 4)」

規制標識「一方通行(326-A・B)」

規制標識「指定方向外進行禁止(311-A～F)」
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■大型自動車通行止め 

大型自動車の通行を禁止する交通規制で、歩行者やその他の車両の安全を確保するために実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■一時停止 

車両が交差点手前で一時停止することとする交通規制で、出会い頭事故等の交通事故を防止するた

めに実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ハンプ 

道路の単路部や交差点において、舗装を盛り上げて凸型にするもので、走行速度抑制効果がある。

     

規制標識「大型貨物自 

動車等通行止め(305)」

規制標識「大型乗用自 

動車等通行止め(306)」

規制標識「一時停止(330)」
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■狭さく 

道路の単路部や交差点において、車道部分を狭くするもので、走行速度抑制効果がある。 

      

 

 

■クランク 

車道を直線的な線形の変化により屈折させるもので、走行速度抑制効果がある。 

     

 

 

■スラローム 

車道を曲線的な線形の変化により蛇行させるもので、走行速度抑制効果がある。 
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■中央線の抹消  

 路側帯の設置・拡幅等により中央線を抹消して 2 車線道路を 1車線道路とするもので、歩行者の安

全確保、走行速度抑制を目的として実施する。 

        

 

■路側帯 

 道路標示又は区画線によって区画された歩行者の通行空間で、歩行者の安全確保を図るほか、自転

車が通行できる部分を明らかにするために設置する。 

        

 

■歩道 

縁石等の工作物によって区画された歩行者の通行空間で、歩行者の安全確保を図るために設置する。 
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■交差点の明確化 

交差点内のカラー舗装、交差点中心におけるクロスマーク表示、交差点におけるドットライン表示

等により交差点を明確にし、交差点における交通事故の防止を図るもの。 

     

 

■道路反射鏡 

 カーブ区間や見通しの悪い交差点において、その先の交通状況を確認するための反射鏡で、交通事

故の防止を図るために設置する。 

     

 

■夜間対策 

自発光式交差点鋲、灯火式標識、道路照明灯等により夜間の視認性を確保し、交通事故の防止を図

るために実施する。  
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3.4.2 歩行者の安全確保 

 以下のように車道幅員と視認性が走行速度に与える影響を記述した文献があり、車道幅員の減少に

より走行速度が減少することがわかる。 

このため、ゾーン内道路においては、歩行者が安全に通行できるよう、3.4.1 の対策メニューにも

ある路側帯又は歩道の設置・拡幅を積極的に実施することが特に重要である。 

  

本マニュアル作成に伴って行われた研究では、イギリス国内の住宅地区、もしくは混同利用地区

（合わせて 20 箇所）の空間的条件が速度に与える影響が調査された。その結果、道路上の空間的

要因のうち、以下の 2つの要因が他の条件が一定である時、走行速度に影響を与えることが明らか

になった。その 2 つの要因とは 

・前方の視認性(視距) 

・車道幅員 

である。視認性が良く、車道幅員が広い場合、車の走行速度がより速くなることが明らかになった。

視界の広さが一定の時に幅員が拡張された場合、また、幅員が一定の時に視界が拡張された場合、

どちらの場合も加速に繋がることが分かった。 

 

図 3.4-1 前方の視認性と走行速度の関係（道路幅員別） 

 

出典：イギリス交通省，Manual for Streets，2007 

 

路側帯又は歩道の設置・拡幅は、歩行者の安全確保が図られる対策であるとともに、路側帯は自転

車も通行できることから、交通の状況によっては自転車対策としての実施についても検討する。ゾー

ン内道路については、車道幅員の減少・路側帯の拡幅の対策等により、自動車の通行よりも歩行者・

自転車の安全確保が優先されるというメッセージをドライバーに伝えることが重要である。 

ただし、自動車より歩行者の方が十分に優越している道路では、あえて路側帯や歩道を設置しない

方が、人優先のメッセージがドライバーに伝わる場合もあると考えられる。 
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3.4.3 予算措置が困難な場合等における対策 

 3.4.1 の対策メニューにある歩道の設置は歩行者の安全確保を、ハンプ等の物理的デバイスの設置

は自動車の走行速度抑制を目的として実施する対策で、大きな効果があるものの、予算措置が困難な

場合や整備に時間がかかる場合もある。このような場合は比較的低予算、かつ、早期に実施可能な路

側帯の設置・拡幅を実施するとともに、外側線を工夫することにより、狭さく、クランク、スラロー

ムを形成する対策を検討する。 

 なお、外側線を工夫した狭さく等の対策は、経年により効果が薄れる場合もあることから、対策後

も継続的に効果を検証し、見直しを行っていくことが必要である。 

※ 外側線：道路標示「路側帯（108）」又は区画線「車道外側線（103）」 

 

     

図 3.4-2 外側線の工夫による対策事例(東京都武蔵野市) 

 

  

3.4.4 対策を優先的に行う道路 

 予算措置が困難な場合、整備に時間がかかる場合には、ゾーン内道路の中から優先的に行う生活道

路対策を行う道路を選定する必要がある。 

 対策を優先的に行う道路の選定に当たっては、交通事故発生状況、自動車の走行速度等の交通状況、

地域住民の意見等を踏まえ、警察、道路管理者、自治体、地域住民等が一体となって検討し、選定す

る必要がある。以下のような道路が優先的に対策を実施する道路として考えられる。 

 ① 自動車の走行速度が高い道路 

 ② 自動車と歩行者・自転車との交通事故が多い道路 

 ③ 地域住民が日常生活で危険を感じており、対策実施の要望が多い道路 

また、ゾーン規制が実施された道路の延長が長くなった場合、ドライバーが規制を遵守して通行す

ることが困難になる（自動車の走行速度が高くなる）ことが予想される。 

表 3.4-1 は、最高速度 30km/h 規制が実施された道路を通過する場合に、最高速度を厳守して通行す

る上で望ましい距離を質問したアンケート結果である。 

最高速度 30km/h 規制が実施された道路の延長が 500m 以内であれば、およそ 3 分の 2（66％）のド

ライバー（表 3.4-1 の(4)～(8)の合計）が最高速度を遵守できるという結果になっている。 

 3.3 のようにゾーンを設定した場合、ゾーン内の道路の延長が 500m を超えることもあり得るが、ド

ライバーが抜け道として利用する懸念があるゾーン内の通り抜け可能な 500m 以上の道路は、自動車の

走行速度が高くならないよう特に優先的に速度抑制対策を実施する必要がある。 
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表 3.4-1 最高速度 30km/h 規制の許容延長に関するアンケート結果 

距離 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

100m 

以内 

200m 

以内 

300m 

以内 

500m 

以内 

700m 

以内 

1,000m 

以内 

1,500m 

以内 

2,000m

以上 

累計値 100% 93% 83% 66% 34% 30% 11% 9% 

      

なお、日本国内で最高速度 30km/h のゾーン規制が実施され、道路標識に背板が設置されているゾー

ンは 61 区域あり、その大きさは表 3.4-2 のとおり。 

 

表 3.4-2 ゾーン規制が実施された区域の大きさ 

大きさ 

0ha 以上

4ha 未満 

(200m) 

4ha 以上 

9ha 未満 

(300m) 

9ha 以上

16ha 未満 

(400m) 

16ha 以上

25ha 未満 

(500m) 

25ha 以上

49ha 未満 

(700m) 

 49ha 以上

100ha 未満 

(1000m) 

100ha 

以上 
合計 

区域数 6 5 9 15 15 10 1 61 

構成比 10% 8% 15% 25% 25% 16% 2% 100% 

           ※(   )内は、ha で示した最大面積を正方形とした場合の一辺の長さを示す 

 

 

3.4.5 通過交通の抑制対策 

自動車はゾーン内道路を通行することはできるが、ゾーン内道路のうち特に歩行者・自転車の安全

確保を図る必要がある道路や道路幅員が狭い等の道路構造上の制約がある道路等では交通規制により

通行を制限する。 

 

対策事例（愛知県名古屋市） 

 通学路である道路に、朝の通学時間帯に歩行者用道路の交通規制(規制標識「歩行者専用(325 の４)」 

を設置)を実施し、車両の通行を制限した。 
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 また、ゾーン内道路は自動車の通行よりも歩行者・自転車の安全確保が優先される道路であり、全

ての自動車の通行を禁止するものではないものの、通過交通ができるだけ少ない方が望ましい。 

図 3.4-3 は生活道路の抜け道利用についてのアンケート結果であるが、意識的に生活道路を通行し

ないようにしていると回答した人は全体の 29％に留まっており、生活道路は抜け道として利用されて

いる現状にある。 

 

13% 28% 29% 29%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①渋滞を避けるため、よく抜け道として利用している。

②普段はできるだけ通行しないようにしているが、時々抜け道として利用する。

③沿道に用事がある場合を除き、できるだけ通行しないようにしている。

④通行する道路が生活道路であるかどうかは特に意識していない。
 

図 3.4-3 生活道路の抜け道利用についてのアンケート結果 

 

 

 ゾーン内道路を通行する自動車は、ゾーンの境界となっている幹線系の外周道路が渋滞していると

いう理由からゾーン内道路を抜け道として利用している場合もある。ゾーン外周道路の円滑化を図る

ことで、ゾーン内道路の通過交通を削減できる場合は、右折用車線の整備、信号機の多現示化、サイ

クル、オフセット、スプリットの見直し等のゾーン外周道路における円滑化対策を検討する。 

 

n=1,563 
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対策事例（長野県長野市） 

下図のＡ地点からＢ地点に通行する自動車が、幹線道路が渋滞しているため下図の青線を抜け道と

して利用していたため、抜け道の通過交通抑制を目的として、幹線道路の円滑化を図るため信号機の

オフセット・スプリットの見直し（下図の赤丸の位置）を実施し、さらに抜け道として利用されてい

る道路において路側帯の拡幅及びカラー舗装化を実施した。 

 

B

A

抜け道として利用
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3.5 ゾーン入口の明示手法 

3.5.1 路面表示による対策 

 ゾーン規制ではゾーン内の全ての道路において最高速度規制が適用されるため、ドライバーにゾー

ンの入口であることを明確に認識してもらう必要がある。 

 ゾーン入口の明示方法として有効であると思う手法について質問したアンケート結果では、ゾーン

入口に背板を用いた道路標識の設置だけでは十分ではないという人が 97％を占めており、道路標識の

設置に加え、何らかの対策を講じる必要がある。 

アンケート結果では、図 3.5-1 のとおり、道路標示の設置が有効と回答した人が 48％で最も高く、

78％の人が路面への対策である②、④、⑤のいずれかに回答している。 

           

20%

48%

24%

23%

42%

16%

35%

34%

3%

78%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①道路の両側に設置

②道路標示も設置

③注意喚起を示す看板を設置

④注意喚起を示す表示を路面に設置

⑤路面にカラー舗装

⑥狭さくを設置

⑦ハンプを設置

⑧カーナビで知らせる

⑨道路左側への標識設置だけで十分

路面表示（②、④、⑤）のいずれかを選択

※複数回答可n=1,585
 

図 3.5-1 ゾーン入口の有効な明示手法に関するアンケート結果 

 

 

また、下記の調査研究においては、自動車の走行速度が遅い場合はドライバーの注視がより路面に

向かうとの記述がある。 

 

 走行速度と注視特性の関係を考えると、走行速度が速いほど、進行方向の情報を必要とするので、

注視が路面よりもむしろ前方の沿道環境に行きやすい。一方で、走行速度が遅いと前方より近傍の情

報を得ようとする。すなわち、走行速度が比較的遅い生活道路においては、より注視が路面に向かい

やすいと考えられるため、路面における道路標示の役割が重要であると考えられる。 

出典：太田勝敏ほか，市街地における面的速度マネジメントの適用に関する研究，交通工学研究会， 

交通工学 Vol.45, No.5 2010 



 

 

- 38 -

以上のことから、ゾーンの入口には、背板を用いた道路標識「最高速度(323)」を設置することに加

え、路面には道路標示「最高速度(105)」、シンボルマーク、カラー舗装等の路面表示を併せて設置す

ることを原則とし、よりゾーン入口を明確にする必要がある場合は、ハンプ、狭さくの設置も併せて

検討する。 

なお、シンボルマークを設置する場合は、道路管理者、地域住民等と調整を図り、ゾーンごとに統

一を図る必要がある。 

 

   

図 3.5-2 道路標示を併設した事例        図 3.5-3 シンボルマークを併設した事例 

 

 

 

3.5.2 カーナビによる対策 

 生活道路の抜け道利用とカーナビの関係について、国際交通安全学会によるアンケート（回答数：

6803 名）では、カーナビを使って抜け道を検索する人は全体の 43％となっている。 
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・カーナビの装着率は 68.5％ 

・カーナビの画面を利用して抜け道を探す人は全体の 43％(「幹線道路を走行しながらカーナビの画面

で探すことがある」又は「幹線道路が渋滞などで停車しているときにカーナビの画面で探すことが

ある」に回答した人)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  図 3.5-4 抜け道探索方法 

 

出典：国際交通安全学会，生活道路の総合研究，2010 

 

カーナビは抜け道検索に使われるという課題がある一方で、カーナビにゾーン入口を表示するだけ

ではなく、ゾーン内をできるだけ通過しないよう経路選択するなど、カーナビをうまく活用すること

でゾーン内の通過交通を抑制することが可能であると考えられる。 

ゾーン入口の明示方法として有効であると思う手法について質問したアンケート結果（カーナビの

装着率は不明）では、カーナビが有効であると回答した人は全体の 34％であり、表 3.5-1 の年齢別の

回答を見ると若年層ほど、カーナビが有効であると回答している。今後はますます、カーナビの普及

が進むと考えられ、カーナビを活用したゾーン入口の明示手法を検討していく必要がある。 

 

表 3.5-1 年代別のカーナビがゾーン入口の明示手法として有効と回答した割合 

年 代 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代 80 歳以上 合計 

割 合 30％ 50％ 39％ 36％ 29％ 18％ 18％ 0％ 34％ 

回答数 10 232 343 379 329 243 38 9 1,583 

 

※複数回答可 

21%

31%

28%

21%

3%

22%

30%

15%

1%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

幹線道路を走行しながら

カーナビ画面で探すことがある

幹線道路の渋滞などで停車しているときに

カーナビの画面で探すことがある

周囲を見回して探すことがある

別の車について生活道路を通行することがある

携帯電話のインターネット機能で探すことがある

道路地図（書籍）で探すことがある

知人や同僚から聞いた抜け道を

利用することがある

生活道路を抜け道として利用することはない

その他の方法

n=6,803
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交通情報の提供に関する指針（平成 14 年国家公安委員会告示第 12号）においては、事業者のドラ

イバーへの交通情報の提供について、以下の記述があり、事業者の判断により、通過交通を抑制すべ

き道路等の情報提供しないこととなっている。 

 

１ 目的 

この指針は、交通情報の提供の在り方が道路における交通の安全と円滑に重大な影響を及ぼすこと

にかんがみ、交通情報を提供する事業を行う者（以下「事業者という。」）が当該事業に関し従うべき

基準及び配慮すべき事項を定め、事業者が正確かつ適切に交通情報を提供することができるようにし、

もって当事者の行う交通情報の提供が交通の安全と円滑に資するものとなるようにすることを目的と

する。 

５ 経路誘導情報 

(1) 誘導を禁止する道路 

事業者は、次に掲げる道路に車両を誘導するような情報を提供しないこと。 

ア 交通規制により通行が禁止され、又は進入が禁止されている道路 

イ 車道幅員が 5.5 メートル未満の道路その他歩行者の通行の安全を確保するため通過交通量の増加

を抑止することが必要と認められる道路（目的地が当該道路に面している場合その他当該道路を通行

するやむを得ない事情がある場合を除く。） 

出典：交通情報の提供に関する指針（平成 14 年国家公安委員会告示第 12号） 

 

 

 

また、社団法人日本自動車工業会では、走行中におけるカーナビ上の視覚情報の表示機能等につい

て、以下のような自主規制を設けている。 

 

「附則 ２」走行中のおける視覚情報の表示機能、及び情報の内容について 

(1)地図表示機能について 

①ナビゲーションの地図表示において、市街地の細街路は表示しない。但し、運転者が注視しつづ

ける必要が生じず、かつ、抜け道検索につながらない以下の場合についてはこの限りではない。 

・道路ネットワーク上の重要な道路、経路設定・選択された道路は走行中の表示を可とする。 

・縮尺 1/20,000 より詳細な地図においては、細街路走行中、細街路の表示を可とする。但し、手

動スクロール操作（容易な操作に改良したものを含む）を行った場合は、細街路の表示を禁止

する。 

・縮尺 1/5,000 及び、それより詳細な地図においては、走行中、細街路の表示を可とする。但し、

手動スクロール操作（容易な操作に改良したものを含む）を行った場合は、細街路の表示を禁

止する。 

出典：(財)日本自動車工業会，画像表示装置の取り扱いについて 改訂第 3.0 版，2004 
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今後は、カーナビのあり方やカーナビを活用した生活道路対策を警察、事業者(カーナビメーカー)、

関係機関と連携の上、検討していく必要がある。 

課題や検討事項としては以下のことが考えられる。 

・カーナビ上の地図を自ら見て抜け道を検索しているドライバーが一定程度いることから、地図上に

ゾーン規制の境界を明示し、できるだけ通行することを避けるよう促す 

・ゾーン規制区域を事業者に提供し、目的地がゾーン内である場合等のやむを得ない場合を除き、ゾ

ーン内の道路を経路案内させないようにする体制・仕組みの構築 

・交通規制の内容は頻繁に更新されるため、最新のデータをどのように地図ソフトに取り込むか 

・地図上では広幅員の道路に見えても、実際は自動車が通りにくい幅員が狭い道路も存在するため、

地図上に道路構造等の要素もわかるようにする  など 
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第 4 章 ゾーン対策を実施する上での留意事項 

 

4.1 計画の立案 

ゾーン対策の計画を立案するには、ゾーン内の問題点を特定し、その上で警察、道路管理者、自治

体、地域住民が一体となって検討する必要がある。 

問題点を特定する方法として、交通事故発生状況、交通流量、自動車の走行速度、交通規制状況、

道路状況等の調査、現場点検、アンケート調査等があり、これらの調査結果と住民等の意見等を踏ま

えて計画を策定する必要がある。 

 

4.2 住民等との合意形成 

 ゾーン規制及び生活道路対策については、警察、道路管理者、自治体、地域住民等との関係者が計

画段階から一体となって検討を行い、円滑な合意形成を図る必要がある。 

合意形成の方法としては、警察、道路管理者等の関係行政機関、専門的な知識を持つ学識者、地域

住民等によるワークショップの開催等がある。 

 

               

図 4.2-1 現場の点検            図 4.2-2 ワークショップの開催 

 

4.3 ゾーン規制の周知 

 図 4.3-1 はドライバーにゾーン規制の認知についてのアンケートした結果を示しており、ゾーン規

制を知らないと回答した人が全体の 62％となっている。 

ドライバーがゾーン内の最高速度 30km/h 規制を遵守するよう、ゾーン規制の意味、ゾーンの範囲の

周知等を図ることが必要であり、ゾーンの範囲を示した地図を活用するなどして、地域と一体となっ

た広報を行うことが大切である。 

21% 17% 62%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①通行したことがあり知っていた。 ②通行したことはないが知っていた。 ③知らなかった。
 

図 4.3-1 ゾーン規制の認知についてのアンケート 

n=1,566
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また、図 4.3-2 はドライバーに対して、4 つの生活道路対策（最高速度規制、車道幅員の減少、道

路構造の改良、通行の制限）の受容性についてアンケートした結果を示しており、どの対策もおよそ

半数の人が受け入れにくいと回答している。 

56%

27%

53%

34%

0% 20% 40% 60% 80%

①最高速度規制

②車道幅員の減少

③道路構造の改良

④通行の制限

 

               ※ 複数回答可 

図 4.3-2 対策の受容性についてのアンケート結果 

 

一方で、ゾーン対策の必要性に関するアンケート結果では、歩行者・自転車利用者では 82％、ドラ

イバーでは 87％の人がゾーン対策を更に推進する必要があると回答している。 

個別の対策について反対意見を持つドライバーであっても、その多くは総論としてはゾーン対策が

必要であるとしている。ゾーン対策の実施に当たっては、ドライバーが個別の対策の必要性を納得す

るよう、交通事故が多い、住民からの要望があるなど、ゾーン対策実施の理由を明確にし、周知する

ことも必要である。周知の方法としては、自治体等の広報誌への掲載、看板等の設置、パンフレット・

チラシ等の作成配布のほか、運送事業者・企業・事業所等における各種講習等の機会を活用する方法

等がある。 

 

4.4 ＰＤＣＡによる検証・見直し  

ゾーン対策については、その実施後も生活道路対策が所期の目的をあげているか、対策内容の改善

や追加して実施すべき生活道路対策がないか、地域住民の意見を反映しつつ定期的に検証し、必要な

見直しを行うことが不可欠である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=1,583
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対策事例（千葉県船橋市「本中山地区あんしん歩行エリア」） 

①地区の選定 

対策を実施する地区の選定に当たっては、交通事故発生状況、自動車交通量及び走行速度、道路幅

員、交通規制の実施状況、通学路であるか等の基礎調査を実施している。 

②協議会の設置 

対策の検討に当たっては、住民、学校関係者、学識経験者、行政関係者によって構成された協議会

を立ち上げ、検討を行っている。 

③事業計画の策定 

具体的な対策の検討に当たっては、地域住民の意見を十分に反映するために、アンケート、まち歩

き点検を実施し、これらから危険箇所を抽出してヒヤリハット地図を作成している。 

また、通過交通を処理する道路、歩行者の安全を確保する道路等、道路の機能を分類し、交通事故

発生状況等の基礎調査結果を踏まえ、対策実施箇所及び対策メニューを決定し、事業計画を策定して

いる。 

④対策の周知 

 協議会の検討状況や事業計画について、ＨＰに掲載、「あんしん歩行エリアニュース」の作成等によ

り周知を図っている。 

  

  

      協議会の開催 

                                    

                                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                     

あんしん歩行エリア

ニュース 

ヒヤリハット 

地図 
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対策事例（埼玉県川口市） 

①市主体による生活道路の速度規制要望路線の把握 

 川口市では、保育園児等の死傷事故を機に「市内のすべての生活道路の最高速度を 30km/h に」と

の機運が高まり、市と警察が連携して最高速度規制等による生活道路対策に取り組むこととした。 

市は、住民が日常生活で最高速度 30km/h の速度規制が必要と考えている生活道路を把握するため、

市内にある 184 の全町会を通じて速度規制の要望路線の調査を行った。 

②要望路線の調査 

埼玉県警察では、速度規制の要望路線について、交通流量、走行速度、道路状況等の調査を実施す

るとともに、要望路線以外の路線についても調査を実施し、最高速度 30km/h 規制を実施する道路を

選定した。 

③具体的対策の検討 

最高速度 30km/h 規制を実施する道路が集積している 2 つの地区については、幹線道路等で囲まれ

た範囲にゾーン規制を実施することとし、それ以外の場所の選定道路については、最高速度 30km/h

の区間規制を実施することとした。 

また、最高速度 30km/h 規制を実施する道路は、歩行者の安全確保を図るため、路側帯の設置・拡

幅を積極的に実施することとし、実施可能な 2 車線道路は路側帯の設置・拡幅により中央線を抹消し

て 1 車線道路へ改良することとした。  

なお、これらの対策に必要な交通安全施設整備等の予算を確保するとともに、対策の実施に当たっ

ては住民説明、市報等を活用した広報を行っている。   

      

対策前の道路状況                    

 

     

ぬ    

 

 

  

 

 

 

 

 

対策後の道路状況          
(中央線を抹消し路側帯を設置：ゾーン入
口に背板付き道路標識と道路標示を設置) 

ゾーン内の交差点対策実施状況 

路側帯等の一部にカラー舗装を実施 

区画線(導流帯)により交差点をコンパ
クトにするとともにポストコーンを設
置 
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第 5 章 まとめ：ゾーン対策実施要領(案) 

 

１ ゾーンの設定手順 

 市街地等の比較的広い範囲の中からゾーンを設定する方法として次のような手順が考えられる。な

お、あらかじめ学校周辺などの限られた場所を対象としてゾーンを設定する場合は、以下の【ステッ

プ③】から検討を開始することも考えられる。  

【ステップ①】ブロックの設定 

 市街地等のうち、幹線道路等で囲まれた範囲を選定し、ブロックとして設定する。 

○ 市街地等は、市区町村等の行政区画やＤＩＤ等により、都市部、市街地から選定。 

○ 幹線道路等は、幹線道路のほか、河川、鉄道等の物理的に境界となるものであって、幹線道路

は４車線以上の道路又は広域的な移動が主目的の２車線道路。 

【ステップ②】ブロック内の検討 

 ブロック内の道路から生活道路を選定する。 

ブロック内１車線道路のうち、主として地域住民等の日常生活に利用される道路で、自動車の通行

より歩行者・自転車の安全確保が優先されるべき道路を生活道路として選定。 

○ ブロック内２車線道路のうち、現場状況を勘案し、特に歩行者・自転車の安全確保が必要と認

められる道路を１車線道路への改良を前提に生活道路に選定。 

【ステップ③】ゾーンの設定 

 ブロック内を２車線以上の道路によって区分けし、生活道路が集積している区域をゾーンとして設

定する。 

○ ゾーン内は原則として１車線道路。 

○ ゾーン境界となる道路は、２車線以上の道路又はゾーン内道路と比較して沿道状況等の変化が

明らかな１車線道路。  

 

２ 対策の実施 

○ ゾーン規制で指定する最高速度は原則 30km/h。 

○ ゾーン内道路は歩行者の安全を確保するため、歩道又は路側帯の設置・拡幅を推進。 

○ ゾーン内道路のうち、現場状況から優先的に対策を実施すべき道路から生活道路対策を実施。 

○ 予算措置が困難な場合等は比較的低予算、かつ、早期に実施可能な路側帯の設置・拡幅に加え、

外側線の工夫による狭さく、クランク、スラロームの形成を検討。 

○ 特に歩行者の安全を確保する必要がある道路は、交通規制により自動車の通行を制限。 

○ ゾーン内道路への通過交通抑制を目的としたゾーン外道路の円滑化対策も必要に応じて検討。 

 

３ ゾーン入口の明示 

ゾーン入口には背板を用いた道路標識（ゾーン出口にも設置）に併せて路面表示（道路標示「最高

速度（105）」、シンボルマーク表示、カラー舗装等）を原則として設置し、必要に応じてハンプ、狭さ

くの設置を検討。 

 

４ ゾーン対策を実施する上での留意事項 

○ 対策の実施に当たっては、計画段階から警察、道路管理者、自治体、地域住民等の関係者が一体

となって検討すること。 

○ 対策の実施に当たっては、交通事故発生状況、自動車の走行速度等の交通状況等を十分に調査す

るとともに、ブロック内でゾーン対策の必要性が高いゾーンから対策を実施すること。 

○ ドライバーに対してゾーン規制の意味等を周知させること。 

○ 対策実施後も効果を検証し、その結果を踏まえて必要な見直しを行うこと。  
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工場

学
校

田畑

学
校

工場
田畑と
住宅密
集地と
の境界

河川又は幹線道路　　
　　　　　　(ブロッ
クの境界)

境界で囲まれた範囲をそ
れぞれブロックとして設
定

市街地

2車線道路

ゾーンの設定手順　フロー図

ブロック内の道路から生活道路を選定ブロック内の道路から生活道路を選定

【ステップ①】
市街地等広域的な範囲から幹線道路等によって区分された範囲をブロックとして
選定

【ステップ①】【ステップ①】
市街地等広域的な範囲から幹線道路等によって区分された範囲をブロックとして
選定

【ステップ②】【ステップ②】

【ステップ③】【ステップ③】 生活道路が集積している区域にゾーン規制を検討

歩行者が優先される
べき道路として生活
道路に選定

歩行者交通量が多い
が、路側帯が設置さ
れておらず、自動車
の走行速度も速いこ
となどから、1車線
道路への改良を前提
に2車線道路を生活
道路に選定

ゾーンとして設定
(生活道路が集積し
ている２車線以上の
道路で囲まれた区域)

区間ごとに対策を実
施
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参考 アンケート実施結果 

 

○ アンケート調査概要 

1 調査内容 

歩行者・自転車利用者向けアンケート、およびドライバー向けアンケートの２パターンを作成した。 

歩行者・自転車利用者、ドライバーそれぞれの立場から生活道路対策等に関する意識を確認するた

め、共通する内容として、被験者の属性に加え、生活道路での危険認知状況、ゾーン対策の必要性と

理由を設定した。 

ドライバー向けアンケートでは、本調査研究で検討するゾーン対策の在り方の基礎資料とするため、

生活道路の抜け道利用状況に加え、生活道路対策の受容性や 30km/h 規制の許容延長等を調査内容とし

て設定した。 

 

表 1-1 調査内容 

No 調査項目 歩行者・自転車利用者用 ドライバー用 

1 属性（性別・年齢、運転頻度） 問 1～3 問 1～3 

2 生活道路での危険認知状況 問 4 問 5 

3 ゾーン対策の必要性と理由 問 5～6 問 6～7 

4 生活道路の抜け道利用状況 － 問 4 

5 生活道路対策の受容性 － 問 8 

6 ゾーン規制の認知状況 － 問 9 

7 30km/h 規制の許容延長 － 問 10 

8 効果的なゾーン入口の明示方法 － 問 11 

9 その他（自由意見） 問 7 問 12 
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2 調査手法 

2.1 生活道路の事故の現状説明 

 アンケートの実施にあたっては、アンケート対象者に対して生活道路の事故の現状を説明した上で

実施した。このため、図 2-1 に示す説明資料をアンケート票の冒頭に加えた。 

 

500m以内
50%

1km以内
17%

2km以内
11%

2km超
21%

不明 1%

自宅からの歩行者・自転車利用者の交通
死亡現場までの距離は、500m以内が半数

を占める。

図：自宅から歩行者・自転車利用者の交通死
図：亡事故現場までの距離別死者数割合(H21年)

100

80

0

60

40

20

H12 H21

93万件

74万件

18万件19万件

21%減

全交通事故件数 車道幅員5.5m未満

車道幅員5.5m未満での事故件数は顕著な
減少がみられない。

図：全交通事故件数と車道幅員5.5m未満の
図：道路における交通事故件数の推移

4%減

100%80%0% 60%40%20%

車道幅員
5.5m以上

車道幅員
5.5m未満

64%

79%21%

36%

車道幅員5.5m未満の道路では、歩行
者・自転車の事故の割合が大きい。

図：幅員別の当事者別負傷者数の割合(H21年)

歩行者・自転車 自動車、原付等

生活道路のイメージ

○日常生活で頻繁に利用する道路

○１車線(車道幅員5.5m未満)の道路

 

図 2-1 生活道路の事故の現状説明資料 

 

 

2.2 歩行者・自転車利用者向けアンケートの実施 

都道府県警察職員が、通過交通が多い等の課題がある住宅地域内の生活道路を利用している歩行

者・自転車利用者に対して、アンケート票を渡し、直接聞き取る方式で実施した。 

以下の全ての項目に該当する道路を通行している歩行者等を対象とした。 

ア 住宅地域内であること 

イ 交通量が比較的多いこと 

ウ 歩道が設置されていないこと 

エ 中央線がないこと 

オ 相互交通であること 
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図 2-2 アンケート調査実施状況（歩行者・自転車利用者向け） 

 

2.3 ドライバー向けアンケートの実施 

都道府県警察職員が、運転免許更新のため警察施設を訪れたドライバーに対してアンケート票を配

布して実施した。 

    

図 2-3 アンケート調査実施状況（ドライバー向け） 

 

2.4 アンケート実施時の留意事項 

・幅広い年齢層から回答が得られるように曜日、時間及び場所を考慮した。 

・アンケート票を被験者に渡して行う場合であっても、必ず係員を配して質疑応答や補足説明ができ

る体制をとった。 

・聞き取り調査を行う場合は、アンケート票に記載してあるグラフ、図、写真等を確実に示した上で

意見を確認した。 

 

3 その他 

 アンケートは平成 22年 11 月に実施し、全国的な傾向を調査するため、各都道府県とも歩行者・自

転車用、ドライバー用とも 30以上の回答を得ることとし、 

 自転車・歩行者用 1,599 名 

 ドライバー用   1,585 名 

から回答を得た。 
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○ アンケート結果 

 

1 属性 

1.1 性別及び年齢（両アンケートとも問１、問２） 

 

１ 性別   ① 男性  ② 女性 

 

２ 年齢   ① 10 代   ② 20 代   ③ 30 代   ④ 40 代 

       ⑤ 50 代   ⑥ 60 代   ⑦ 70 代   ⑧ 80 歳以上 

 

歩行者・自転車利用者向けアンケート、ドライバー向けアンケートともに性別、年齢に関して、平均

的にアンケートを実施・回収した。 

 

48% 59%

52% 41%

0%

50%

100%

歩行者・自転車利用者 ドライバー

②女性

①男性

 

図 1-1 性別 

 

  

6%
1%

13%
15%

20%
22%

19% 24%

18%

21%

14%

15%
8%

2%3%
1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

歩行者・自転車利用者 ドライバー

⑧80歳以上

⑦70代

⑥60代

⑤50代

④40代

③30代

②20代

①10代

 

図 1-2 年齢 
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1.2 運転頻度（両アンケートとも問３） 

 

３ 普段どの程度運転（自動車、自動二輪、原付）していますか。 

① ほぼ毎日     ② 週に３～４回程    ③ 週に１～２回程 

④ 月に１～２回程  ⑤ ほとんど運転しない  ⑥ 免許を保有していない 

 

ほぼ毎日運転する人が、歩行者・自転車利用者では 44％、ドライバーでは 62％と最も多く、ほとん

ど運転しない及び免許保有していない人の合計は、歩行者・自転車利用者では 26％、ドライバーでは

7％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-3 運転頻度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44%

62%

12%

12%
16%

15%

3%

3%

10%

7%
16%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

歩行者・自転車利用者 ドライバー

⑥免許を保有していない

⑤ほとんど運転しない

④月に１～２回程

③週に１～２回程

②週に３～４回程

①ほぼ毎日
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2 生活道路での危険認知状況（歩行者・自転車利用者用：問 4 ドライバー用：問 5 ） 

 

４（歩行者・自転車利用者）あなたの身の回りの生活道路で「最近、自動車交通量が増えて危険にな

った」など、歩行者または自転車利用者の立場として、危険だと感じたことはありますか。 

① ある     ② ない 

 

５（ドライバー）生活道路で自動車(自動二輪、原付を含む)を運転していて、危険だと感じたことは

ありますか。 

① ある     ② ない 

 

歩行者・自転車利用者では 70％、ドライバーでは 91％の人が生活道路で危険を感じたことがあり、

ドライバーでは運転頻度が高いほど、その傾向が大きい。 

年齢別では、歩行者・自転車利用者の 40～60 代、ドライバーの 30～50 代で危険を感じた割合が高い。 

 

n=1,585 n=1,575

n=690 n=983

n=194 n=192

n=248 n=237

n=42 n=49

n=162 n=114

n=249 n=0

ドライバー歩行者・自転車利用者

合 計

① ほ ぼ 毎 日

② 週 に ３ ～ ４ 回 程

③ 週 に １ ～ ２ 回 程

④ 月 に １ ～ ２ 回 程

⑤ほとんど運転しない

⑥免許を保有していない64%

70%

71%

69%

72%

71%

70%

0%25%50%75%100%

73%

88%

89%

88%

94%

91%

0% 25% 50% 75% 100%

 
図 2-1 生活道路での危険認知と運転頻度の関係 

 

n=1,584 n=1,574

n=89 n=10

n=200 n=232

n=320 n=341

n=297 n=377

n=278 n=327

n=228 n=240

n=130 n=38

n=42 n=9⑧ 80 歳 以 上

④ 40 代

⑤ 50 代

⑥ 60 代

⑦ 70 代

合 計

① 10 代

② 20 代

③ 30 代

歩行者・自転車利用者 ドライバー

64%

67%

74%

73%

76%

67%

62%

63%

70%

0%25%50%75%100%

87%

88%

94%

92%

91%

88%

90%

91%

78%

0% 25% 50% 75% 100%

 

図 2-2 生活道路での危険認知と年齢の関係 
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3 ゾーン対策の必要性とその理由 

3.1 ゾーン対策の必要性（歩行者・自転車利用者用：問 5 ドライバー用：問 6 ） 

 

５（歩行者・自転車利用者） ６（ドライバー）  

生活道路での歩行者・自転車の交通事故を減少させるため、住宅街や小学校周辺などの地区において、

下の図のような交通規制と道路整備によるゾーン対策をさらに推進する必要があると思いますか。 

① ある     ② ない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歩行者・自転車利用者では 82％、ドライバーでは 87％の人がゾーン対策の更なる推進が必要と回答

し、生活道路で危険を感じたことがある人のほうがその割合が高い。 

年齢別では、歩行者・自転車利用者の 30～60 代、ドライバーの 30～70 代でゾーン対策の更なる推進

が必要と回答している割合が高い。 

 

n=1,585 n=1,572

n=1,104 n=1,424

n=481 n=148

生活道路 で危 険を
感 じ た こ と が あ る

生活道路 で危 険を
感 じ た こ と が な い

歩行者・自転車利用者 ドライバー

合 計

65%

89%

82%

0%25%50%75%100%

89%

87%

70%

0% 25% 50% 75% 100%  

 

図 3-1 ゾーン対策の必要性と生活道路での危険認知の関係 

 

◎通行の制限
一方通行や大型車両通行止め

等の交通規制を実施し、通過

交通量の抑制を図る。

30km/h規制を指定

した区域に実施し、

自動車の走行速度

低下を図る。

◎道路構造の改良
道路構造の改良により、制限を超える速度

では通行しにくくなる。

生活道路でのゾーン（区域）対策事例

ハンプ クランク

◎歩道や路側帯の整備・拡幅

歩道や路側帯を設置・拡幅し、歩行者の安全

確保を図る。

○地区内に小学校があり、通学路になっている
○歩行者または自転車と自動車との交通事故が多い
○抜け道として利用されており、速度を出す自動車が多い　など

ハンプ：盛り上げ舗装を制限を超える速度で通過

すると上下動が激しくなるため、注意喚起・走行速

度制効果がある。

クランク：車道がジグザクで左右のハンドル操作が

必要なため、走行速度抑制効果がある。

◎最高速度規制

区　域
ここから

30
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n=1,586 n=1,579

n=89 n=10

n=201 n=232

n=320 n=343

n=299 n=377

n=277 n=327

n=228 n=243

n=130 n=38

n=42 n=9

⑦ 70 代

⑧ 80 歳 以 上

ドライバー

合 計

① 10 代

② 20 代

③ 30 代

歩行者・自転車利用者

④ 40 代

⑤ 50 代

⑥ 60 代

69%

73%

83%

84%

85%

85%

79%

79%

82%

0%25%50%75%100%

89%

85%

90%

89%

88%

82%

50%

87%

67%

0% 25% 50% 75% 100%

 

図 3-2 ゾーン対策の必要性と年齢の関係 

 

3.2 その理由（歩行者・自転車利用者用：問 6 ドライバー用：問 7 ） 

 

６（歩行者・自転車利用者） ７（ドライバー） 

前問についてその理由は何ですか。（複数回答可） 

「ある」と答えた方 「ない」と答えた方 

① 通行する自動車の速度が遅くなって事故が

減ると思うから 

① 事故を減らすには、ドライバーが注意して

運転すれば十分だと思うから 

② 通行する自動車交通量が減り、事故が減る

と思うから 

② 事故を減らすには、歩行者・自転車が注意

して通行すれば十分だと思うから 

③ 地区内の住民やドライバーの安全意識が高

まると思うから 

③ 整備しても大きな効果はない(事故はあま

り減らない)と思うから 

④ 地区内を安心して通行できるようになると

思うから 

④ 危険な運転をするドライバーに対して、交

通取締りすれば十分だと思うから 

⑤ 事故を減らすには、通行する人の意識向上

だけでは不十分だと思うから 

⑤ 自動車の通行が不便になると思うから 

⑥ その他（自由回答） ⑥ その他（自由回答） 
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ゾーン対策の必要があると回答した人の理由は、歩行者・自転車利用者、ドライバーとも「自動車の

速度が遅くなる」が最も多い。 

年齢別では、歩行者・自転車利用者では 60代以上が「安心して通行できるようになる」と回答して

いる人が多い。 

n=1,304 n=1,373

ドライバー

① 自 動 車 の速 度が
遅 く な る

② 自 動 車 の交 通量
が 減 る

③住民やドライバーの安

全 意 識 が 高 ま る

歩行者・自転車利用者

④安心して 通行でき
る よ う に な る

⑤意識向上だけでは
不 十 分 だ と 思 う

⑥ そ の 他
（ 自 由 回 答 ）

3%

45%

44%

45%

29%

53%

0%25%50%75%100%

2%

45%

31%

47%

29%

49%

0% 25% 50% 75% 100%

人と車の棲み分け

が必要だから等

交通マナーが改善

されると思うから等

 

図 3-3 ゾーン対策の必要があると回答した人の理由 

 

表 3-1 ゾーン対策の必要があると回答した人の理由（年齢別） 

①自動車
の速度が
遅くなる

②自動車
交通量が
減る

③住民や
ドライ
バーの安
全意識が
高まる

④安心し
て通行で
きるよう
になる

⑤意識向
上だけで
は不十分
だと思う

⑥その他
（自由回
答）

n

①10代 41% 21% 40% 49% 33% 4% 70
②20代 49% 29% 37% 37% 47% 1% 158
③30代 51% 24% 46% 40% 49% 1% 272
④40代 58% 30% 51% 46% 47% 4% 255
⑤50代 57% 33% 44% 40% 42% 4% 233
⑥60代 51% 27% 47% 51% 45% 3% 190
⑦70代 59% 32% 47% 55% 43% 2% 95
⑧80歳以上 52% 34% 17% 59% 31% 7% 29
合計 53% 29% 45% 44% 45% 3% 1,302

歩行者・自転車利用者

 

①自動車
の速度が
遅くなる

②自動車
交通量が
減る

③住民や
ドライ
バーの安
全意識が
高まる

④安心し
て通行で
きるよう
になる

⑤意識向
上だけで
は不十分
だと思う

⑥その他
（自由回
答）

n

①10代 40% 20% 40% 20% 0% 0% 5
②20代 46% 22% 52% 25% 45% 2% 190
③30代 54% 31% 46% 34% 45% 2% 302
④40代 47% 30% 49% 34% 49% 3% 335
⑤50代 49% 32% 45% 29% 42% 2% 293
⑥60代 45% 31% 43% 30% 39% 2% 206
⑦70代 47% 32% 47% 32% 50% 6% 34
⑧80歳以上 33% 17% 50% 17% 33% 0% 6
合計 49% 29% 47% 31% 44% 2% 1,371

ドライバー
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ゾーン対策の必要がないと回答した人の理由では、歩行者・自転車利用者、ドライバーとも「ドライ

バーが注意すれば十分」が最も多い。 

年齢別では、歩行者・自転車利用者の 60 代以上で、「ドライバーが注意すれば十分」とした人がやや

少ない。 

n=285 n=208

③ 整 備 し て も
効 果 は な い

④ 交 通 取 締 り を
す れ ば 十 分

⑤ 自 動 車 の通 行が
不 便 に な る

⑥ そ の 他
（ 自 由 回 答 ）

歩行者・自転車利用者 ドライバー

① ド ラ イ バ ー が
注 意 す れ ば 十 分

② 歩 行 者 等 が
注 意 す れ ば 十 分

7%

26%

20%

23%

44%

61%

0%25%50%75%100%

9%

18%

15%

28%

40%

63%

0% 25% 50% 75% 100%

結局規則を守らない

運転者が多いから等

交通安全の啓発で

十分だと思うから等

 

図 3-4 ゾーン対策の必要がないと回答した人の理由 

 

表 3-2 ゾーン対策の必要がないと回答した人の理由（年齢別） 

①ドライ
バーが注
意すれば
十分

②歩行者
等が注意
すれば十
分

③整備し
ても効果
はない

④交通取
締りをす
れば十分

⑤自動車
の通行が
不便にな
る

⑥その他
（自由回
答）

n

①10代 53% 47% 16% 0% 5% 11% 19
②20代 63% 33% 26% 23% 40% 5% 43
③30代 63% 38% 27% 27% 17% 10% 48
④40代 61% 41% 27% 11% 27% 16% 44
⑤50代 73% 59% 20% 20% 20% 2% 44
⑥60代 58% 42% 21% 26% 42% 8% 38
⑦70代 51% 54% 20% 17% 23% 3% 35
⑧80歳以上 46% 23% 15% 31% 15% 0% 13
合計 61% 43% 23% 20% 26% 7% 284

歩行者・自転車利用者

 

①ドライ
バーが注
意すれば
十分

②歩行者
等が注意
すれば十
分

③整備し
ても効果
はない

④交通取
締りをす
れば十分

⑤自動車
の通行が
不便にな
る

⑥その他
（自由回
答）

n

①10代 60% 40% 0% 20% 20% 20% 5
②20代 62% 40% 31% 14% 24% 0% 42
③30代 56% 39% 41% 7% 29% 10% 41
④40代 55% 43% 31% 24% 14% 14% 42
⑤50代 76% 41% 24% 12% 21% 12% 34
⑥60代 70% 35% 11% 16% 5% 11% 37
⑦70代 50% 50% 50% 0% 0% 0% 4
⑧80歳以上 33% 33% 33% 33% 0% 0% 3
合計 63% 40% 28% 15% 18% 9% 208

ドライバー
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以下、ドライバーのみに対するアンケート 

 

4 生活道路の抜け道利用状況（ドライバー用 問 4） 

 

４ あなたの生活道路における通行状況について、一番近いものはどれですか。 

 ① 渋滞を避けるため、よく抜け道として利用している。 

 ② 普段はできるだけ通行しないようにしているが、時々抜け道として利用する。 

 ③ 沿道に用事がある場合を除き、できるだけ通行しないようにしている。 

 ④ 通行する道路が生活道路であるかどうかは特に意識していない。 

 

生活道路を抜け道として利用している人は全体の 41％で、運転頻度が少ない人（月に 1～2 回程、ほ

とんど運転しない）は抜け道利用が少ない。 

年齢別では、年齢が若いほど「渋滞を避けるため、よく抜け道として利用している」人が多く、「沿

道に用事がある場合を除き、できるだけ通行しないようにしている」が少ない。 

n=1,563

n=976

n=190

n=238

n=49

n=110
11%

8%

9%

11%

15%

13%

11%

24%

36%

30%

28%

28%

31%

27%

32%

28%

29%

29%

47%

41%

23%

31%

28%

29%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

⑤ほとんど運転しない

④月に１～２回程

③週に１～２回程

②週に３～４回程

①ほぼ毎日

合計

①渋滞を避けるため、よく抜け道として利用している。

②普段はできるだけ通行しないようにしているが、時々抜け道として利用する。

③沿道に用事がある場合を除き、できるだけ通行しないようにしている。

④通行する道路が生活道路であるかどうかは特に意識していない。  

図 4-1 生活道路の抜け道利用と運転頻度の関係 

 

表 4-1 生活道路の抜け道利用と年齢の関係 

①渋滞を
避け、よく
抜け道とし
て利用して
いる。

②普段は
通行しない
が、時々
抜け道とし
て利用す
る。

③できるだ
け通行しな
いようにし
ている。

④生活道
路は特に
意識してい
ない。

n

①10代 50% 10% 30% 10% 10
②20代 17% 23% 24% 36% 229
③30代 16% 34% 24% 26% 343
④40代 13% 32% 28% 27% 374
⑤50代 11% 26% 36% 28% 323
⑥60代 10% 25% 34% 32% 238
⑦70代 3% 17% 40% 40% 35
⑧80歳以上 11% 0% 22% 67% 9
合計 13% 28% 29% 29% 1,561  
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5 生活道路対策の受容性(ドライバー用 問 8) 

 

８ あなたは、次の４つの対策のうち、ドライバーの立場で生活道路対策として受け入れることがで

きるものをお答え下さい。(複数回答可) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ドライバーの立場で生活道路対策として受け入れることができるものについては、「最高速度規制」

（30km/h 以内）やハンプ・クランク等の物理的デバイスを活用した「道路構造の改良」が 5割を超え

るものの、一方通行規制等の「通行の制限」や「車道幅員の減少」（歩道等設置）については 3割程

度に留まる。 

生活道路利用状況別では大きな差はないものの、抜け道利用するドライバーにとっては「道路構造の

改良」への受容性が最も高い。 

 

34%

53%

27%

56%

0% 20% 40% 60% 80%

①最高速度規制

②車道幅員の減少

③道路構造の改良

④通行の制限

 

 

図 5-1 生活道路対策の受容性 

 

 

n=1,583 

※複数回答可 

① 最高速度規制

通行できるが、最高速度30km/h以内で通
行しなければならない。

② 車道幅員の減少

通行できるが、歩道・路側帯が設置、拡
幅され車道幅員が狭くなる。

③ 道路構造の改良

通行できるが、制限を超える速度では通
行しにくくなる。

④ 通行の制限

一部の道路が、一方通行規制などにより、
通行することができなくなる。

30

ハンプ クランク

盛り上げ舗装を制限を超える

速度で通過すると上下動が激

しくなるため、注意喚起･走行

速度抑制効果がある。

車道がジグザクで左右のハン

ドル操作が必要なため、走行

速度制効果がある。
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図 5-2 生活道路対策の受容性と抜け道利用状況の関係 

 

年齢別では、60 代以上で「車道幅員の減少」「道路構造の改良」を受容する人が少ない。 

ゾーン対策の必要性別では、ゾーン対策を必要としない人で「道路構造の改良」「通行の制限」を受

容する人が少ない。 

 

表 5-1 生活道路対策の受容性と年齢の関係 

①最高速
度規制

②車道幅
員の減少

③道路構
造の改良

④通行の
制限

n

①10代 30% 10% 50% 40% 10
②20代 62% 26% 56% 37% 232
③30代 57% 30% 57% 35% 343
④40代 58% 31% 57% 35% 379
⑤50代 52% 27% 53% 30% 329
⑥60代 56% 22% 42% 35% 243
⑦70代 50% 16% 37% 34% 38
⑧80歳以上 56% 22% 22% 11% 9
合計 56% 27% 53% 34% 1,583  

 

 

表 5-2 生活道路対策の受容性と運転頻度の関係 

①最高速
度規制

②車道幅
員の減少

③道路構
造の改良

④通行の
制限

n

①ほぼ毎日 55% 26% 53% 33% 987
②週３～４回 56% 33% 55% 35% 193
③週１～２回 56% 31% 55% 34% 239
④月１～２回 57% 20% 53% 37% 49
⑤ほとんど運転しない 69% 23% 48% 37% 116
合計 56% 27% 53% 34% 1,584  

 

 

n=207

n=441

n=456

n=459

47%

57%

62%

56%

34%

29%

27%

23%

56%

53%

55%

51%

33%

34%

35%

34%

0% 20% 40% 60% 80%

①よく抜け道として利用している。

②時々抜け道として利用する。

③できるだけ通行しないようにしている。

④生活道路は特に意識していない。

①最高速度規制

②車道幅員の減少

③道路構造の改良

④通行の制限
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表 5-3 生活道路対策の受容性と生活道路での危険認知の関係 

①最高速
度規制

②車道幅
員の減少

③道路構
造の改良

④通行の
制限

n

①ある 56% 28% 54% 34% 1,428
②ない 59% 24% 49% 31% 148
合計 56% 28% 53% 34% 1,576  

 

表 5-4 生活道路対策の受容性とゾーン対策の必要性の関係 

①最高速
度規制

②車道幅
員の減少

③道路構
造の改良

④通行の
制限

n

①ある 57% 27% 56% 36% 1,373
②ない 52% 31% 30% 25% 208
合計 56% 28% 53% 34% 1,581  
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6 ゾーン規制の認知状況（ドライバー用 問 9） 

 

９ 一般的な最高速度規制は左図のように区間を指定して実施しており、規制の始まりには「ここか

ら」、終わりには「ここまで」と記載された補助標識が設置されています。 

  最高速度規制は右図のように区域(ゾーン)を指定して規制を実施することもでき、区域の中に入

る時は「区域ここから」、区域内から出る時は「区域ここまで」と記載された補助標識が設置された

標識が区域の境界全て(右図の赤丸地点)に設置されており、区域内の全ての道路は 30km/h 規制とな

ります。 

  最高速度規制が区域(ゾーン)を指定して実施できることを知っていましたか。 

① 通行したことがあり知っていた。  

② 通行したことはないが知っていた。 

③ 知らなかった。 

区 域
ここから

30
区 域
ここまで

30
ここから

30
ここまで

30

区域内の道路は30km/h規制

 

 

 

ゾーン規制の認知状況については、62％の人が知らなかったと回答している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-1 ゾーン規制の認知状況 

n=1,566
21% 17% 62%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①通行したことがあり知っていた。
①通行したことがあり知っていた。  ②通行したことはないが知っていた。  ③知らなかった。 
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7 30km/h 規制の許容延長（ドライバー用 問 10） 

 

10 下の図の幹線道路に囲まれた地区内は、最高速度が 30km/h に規制されています。 

Ａ地点からＢ地点に向かうため、最高速度を厳守してこの地区内を通行しようとした場合、Ａ～Ｂ間

はどれくらいまでの距離とすることが望ましいと思いますか。  

① 100m 以内 ②  200m 以内 ③  300m 以内 ④  500m 以内   

⑤ 700m 以内 ⑥1,000m 以内 ⑦1,500m 以内 ⑧2,000m 以上で問題ない 

A B

地区内 最高速度30km/h規制

 

 

 

500m であれば許容できると回答した人（④～⑧の合計）は 66％、300m であれば許容できると回答し

た人は（③～⑧の合計）は 83％であった。 

年齢別では、60～70 代では 500m を許容できる割合が小さくなっている。 

生活道路の抜け道利用状況との関係では、「できるだけ通行しないようにしている」人ほど 500m を許

容できる割合が大きくなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7-1 30km/h 規制の許容延長と年齢の関係 

500m なら許容できる割合：66% 

 
n=1,538

n=9

n=228

n=338

n=372

n=315

n=231

n=36

n=9

22%

17%

9%

7%

3%

7%

7%

22%

7%

0%

11%

13%

10%

10%

10%

9%

0%

10%

11%

14%

23%

15%

17%

17%

17%

11%

17%

33%

36%

28%

33%

32%

31%

35%

33%

32%

11%

3%

4%

3%

4%

4%

5%

11%

4%

11%

14%

15%

22%

22%

20%

17%

11%

19%

2%

3%

2%

1%

4%

11%

2%

11%

6%

7%

8%

9%

10%

8%

9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

⑧80歳以上

⑦70代

⑥60代

⑤50代

④40代

③30代

②20代

①10代

合計

①100m
　以内

②200m
　以内

③300m
　以内

④500m
　以内

⑤700m
　以内

⑥1,000m
　　以内

⑦1,500m
　　以内

⑧2,000m
　　以上

  

①100m      ②200m     ③300m      ④500m     ⑤700m     ⑥1,000m     ⑦1,500m    ⑧2,000m 

 以内         以内         以内         以内        以内         以内         以内        以上 
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 図 7-2 30km/h 規制の許容延長と抜け道利用状況の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=1,522

n=204

n=430

n=444

n=4449%

4%

6%

8%

7%

10%

10%

11%

9%

10%

19%

16%

17%

17%

17%

27%

33%

33%

36%

32%

4%

4%

4%

5%

4%

20%

19%

21%

15%

19%

1%

1%

2%

3%

3%

8%

11%

7%

7%

9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

④生活道路は特に意識していない。

③できるだけ通行しないようにしている。

②時々抜け道として利用する。

①よく抜け道として利用している。

合計

 

①100m      ②200m     ③300m      ④500m     ⑤700m     ⑥1,000m     ⑦1,500m    ⑧2,000m 

 以内         以内         以内         以内        以内         以内         以内        以上 
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8 効果的なゾーン入口の明示方法（ドライバー用 問 11） 

 

11 質問 9のように区域(ゾーン)を指定して最高速度規制を実施する場合、区域内に入るドライバー

に対して区域の入口であることをよりわかりやすく認識してもらう手法として、有効であると思う手

法は何ですか。（複数回答可） 

区 域
ここから

30

① 道路の両側に設置

区 域
ここから

30

② 道路標示も設置

区 域
ここから

30

歩行者注意

③ 注意喚起を示す看板を設置

区 域
ここから

30

④ 注意喚起を示す表示を路面に設置

区 域
ここから

30

⑦ ハンプを設置

区 域
ここから

30

⑥ 狭さくを設置

区 域
ここから

30

⑤ 路面にカラー舗装

この先○○ゾーン。
歩行者に注意。

⑧ カーナビで知らせる

車道の一部を狭くする
ことで入口を認識

区 域
ここから

30

盛り上げ舗装を施し、通過車両に上
下動を生じさせることで入口を認識

 

※ 道路左側への標識設置だけで十分と思う場合は、どの項目も選択しないでください。 
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「道路左側への標識設置だけで十分」と回答した人は 3％に留まった。「道路標示も設置」が 48％と

最も多く、路面表示のいずれか（②、④、⑤のいずれか）に回答した人は 78％となった。 

年齢別では、「カーナビで知らせる」とした人は年齢が高くなるにつれて少なくなっている。また、「路

面表示のいずれかを選択」した人は年齢に関わらず多い。 

20%

48%

24%

23%

42%

16%

35%

34%

3%

78%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①道路の両側に設置

②道路標示も設置

③注意喚起を示す看板を設置

④注意喚起を示す表示を路面に設置

⑤路面にカラー舗装

⑥狭さくを設置

⑦ハンプを設置

⑧カーナビで知らせる

⑨道路左側への標識設置だけで十分

路面表示（②、④、⑤）のいずれかを選択

※複数回答可ｎ＝1,585
 

図 8-1 効果的なゾーン入口の明示手法 

 

 

表 8-1 効果的なゾーン入口の明示手法と年齢の関係 

①道路の
両側に設
置

②道路標
示も設置

③注意喚
起を示す
看板を設
置

④注意喚
起を示す
表示を路
面に設置

⑤路面に
カラー舗
装

⑥狭さく
を設置

⑦ハンプ
を設置

⑧カーナ
ビで知ら
せる

⑨道路左
側への標
識設置だ
けで十分

⑩路面表
示のいず
れかを選
択

n

①10代 30% 30% 10% 30% 20% 50% 30% 30% 0% 50% 10

②20代 25% 56% 31% 20% 34% 17% 29% 50% 1% 79% 232

③30代 20% 51% 26% 24% 48% 19% 40% 39% 1% 81% 343

④40代 21% 48% 22% 22% 45% 19% 41% 36% 2% 79% 379

⑤50代 19% 46% 21% 23% 40% 16% 33% 29% 6% 76% 329

⑥60代 17% 40% 24% 25% 40% 11% 28% 18% 6% 71% 243

⑦70代 21% 47% 18% 45% 29% 5% 24% 18% 5% 79% 38

⑧80歳以上 11% 56% 11% 11% 11% 0% 0% 0% 11% 78% 9

合計 20% 48% 24% 23% 42% 16% 35% 34% 3% 78% 1,583  
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ゾーン対策の必要性との関係を見ると、ゾーン対策の必要性に関わらず、路面表示のいずれかを選択

した割合は高い。 

また、ゾーン対策は必要ないとした人のうち、「自動車の通行が不便になる」とした人は「狭さくを

設置」「ハンプを設置」を有効とする人が少ない。 

 

 

 

表 8-2 効果的なゾーン入口の明示手法とゾーン対策の必要はあるとした人の理由との関係 

①道路の
両側に設
置

②道路標
示も設置

③注意喚
起を示す
看板を設
置

④注意喚
起を示す
表示を路
面に設置

⑤路面に
カラー舗
装

⑥狭さく
を設置

⑦ハンプ
を設置

⑧カーナ
ビで知ら
せる

⑨道路左
側への標
識設置だ
けで十分

⑩路面表
示のいず
れかを選
択

n

①速度が遅くなる 22% 52% 25% 27% 46% 19% 46% 42% 1% 80% 193

②通過交通が減る 22% 53% 23% 29% 44% 20% 41% 38% 2% 80% 239

③安全意識が高まる 24% 50% 30% 29% 47% 18% 40% 37% 1% 81% 49

④安心して通行でき
るようになる

24% 51% 31% 30% 48% 15% 39% 37% 2% 82% 116

⑤通行する人の意識
向上だけでは不十分

22% 51% 28% 26% 46% 19% 42% 39% 2% 81% 1

合計 21% 48% 25% 25% 43% 17% 37% 35% 3% 78% 58
 

 

 

 

表 8-3 効果的なゾーン入口の明示手法とゾーン対策の必要はないとした人の理由との関係 

①道路の
両側に設
置

②道路標
示も設置

③注意喚
起を示す
看板を設
置

④注意喚
起を示す
表示を路
面に設置

⑤路面に
カラー舗
装

⑥狭さく
を設置

⑦ハンプ
を設置

⑧カーナ
ビで知ら
せる

⑨道路左
側への標
識設置だ
けで十分

⑩路面表
示のいず
れかを選
択

n

①ドライバーが注意
して運転すればよい

16% 51% 21% 16% 30% 16% 18% 25% 5% 72% 130

②歩行者等が注意し
て通行すればよい

16% 55% 17% 16% 27% 19% 17% 29% 5% 72% 83

③大きな整備効果は
ない

17% 48% 16% 10% 33% 14% 22% 33% 7% 72% 58

④ドライバーの取締
りで十分

13% 52% 10% 23% 32% 16% 32% 32% 3% 74% 31

⑤自動車の通行が
不便になる

18% 58% 11% 24% 34% 8% 24% 32% 3% 84% 38

合計 17% 49% 16% 15% 32% 13% 20% 26% 6% 72% 208
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9 その他（自由意見） 

 

７（歩行者・自転車利用者） 12（ドライバー） 

その他ご意見がございましたらお書きください。 

 

アンケート対象者から寄せられた自由意見を分類して、その回答数を整理した。 

歩行者・自転車利用者、ドライバーともに自動車のマナー改善が必要との意見が多く寄せられた。 

歩行者・自転車利用者で歩道・路側帯整備が最も多い意見であった。 

 

表 9-1 自由意見回答数 

歩行者・
自転車利用者

ドライバー 計

歩道・路側帯を整備して欲しい 33 12 45

規制内容を分かりやすくして欲しい 15 20 35

歩行者のマナー改善が必要 22 13 35

取締りの強化が必要 17 17 34

自動車のマナー改善が必要 19 10 29

物理的デバイスの整備推進が必要 16 9 25

一方通行等の通行の制限が必要 6 18 24

安全教育、啓発活動、広報が必要 10 14 24

カーブミラー、街灯を整備して欲しい 12 3 15

駐車対策をして欲しい 11 3 14

渋滞対策をして欲しい 4 7 11

自由意見分類

回答数
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表 9-2 主な自由意見 

分類 意見内容 

歩道・路側帯関係 

○白線（路側帯）も無い通学路で、車が通行するのを避ける小学生や幼稚園児を見

て危ないと感じる。道路に柵があれば心配せずに済むと思う。(歩行者・自転車) 

○身近な道路ではカラー舗装されていて、車道部分と歩道・路肩部分が明確でわか

りやすい。とても有効だと思うのでもっと広めて欲しい。(ドライバー)   

規制内容 

の明確化 

○スクールゾーンの通行禁止の時間帯の表示をもっと分かりやすくしてほしい。知

らずに走っている人もいる。(歩行者・自転車) 

○ゾーン入口をゲートにする。ゲートに看板等を設置して目立つようにしてわかり

やすくする。(ドライバー) 

物理的デバイス

の設置 

○遵法意識の低いドライバーもいるため、交通規制と交通取締りだけではなく、ハ

ンプ・クランクなど道路構造の改良を進めるべき。(歩行者・自転車) 

○抜け道となっている道路を通行しにくい構造に変えれば事故が減ると思う。(ドラ

イバー) 

一方通行等の 

通行制限 

○朝･夕の渋滞を避けるために抜け道として生活道路を通るドライバーが多いため、

時間規制等により、交通量を減らす対策を実施すべき。(歩行者・自転車) 

○場所によっては、一方通行を多用してもよいと思う。(ドライバー) 

その他 

○自宅前の生活道路が抜け道として使われるようになり、危険。子供にも危なっか

しく生活道路の対策を早く進めてもらいたい。(歩行者・自転車) 

○生活道路を近道と考えるドライバーが増えているので対策を行ってほしい。(歩行

者・自転車) 

○住民意識の向上のため、もっと地元自治会等を巻き込んだ検討会等が必要だと考

える。(ドライバー) 

○通学路や住宅密集地等では積極的にゾーン対策をしてもらいたい。(ドライバー) 

 


